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むつ市議会第２０６回定例会会議録 第６号

平成２２年１２月１５日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第６号

◎諸般の報告

【一般質問】

第１ 一般質問（市政一般に対する質問）

（１）29番 斉 藤 孝 昭 議員

（２）28番 冨 岡 幸 夫 議員

（３）５番 横 垣 成 年 議員

（４）13番 山 本 留 義 議員

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（村中徹也） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は30人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 村中徹也 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（村中徹也） 本日の会議は議事日程第６号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（村中徹也） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、斉藤孝昭議員、冨岡幸夫議員、横垣成

年議員、山本留義議員の一般質問を行います。

◎斉藤孝昭議員

〇議長（村中徹也） まず、斉藤孝昭議員の登壇を

求めます。29番斉藤孝昭議員。

（29番 斉藤孝昭議員登壇）

〇29番（斉藤孝昭） おはようございます。むつ市

。議会第206回定例会に当たり一般質問を行います

日本経済は、いっときの深刻な状況からは持ち

直しつつあるものの、先行きには依然不透明感が

漂っており、住民にとって回復の実感は乏しく、

将来に対する不安を抱えながら日々過ごしている

状況にあります。本市も例に漏れず、景気回復と

雇用情勢の改善が急務であり、行政には将来不安

の払拭と市民生活の安定を担うことが求められて

います。

そのような中で、国の平成23年度予算編成がど

のように進むのか、行方が気になります。一括交

付金については、地方自治体の予算編成に大きな

影響を与えるだけに、早期に算定方法や交付方法

など制度設計を国には急いでもらいたいもので

す。

本年６月22日、地域主権戦略大綱が閣議決定さ

れ、本格的に地方分権時代が到来することになり

ました。内閣は地域主権改革の意義を、国が地方

に優越する上下の関係から対等の立場で対話ので

きる新たなパートナーシップの関係へと根本的に

転換し、行動と選択に責任を負うという住民主体

の発想に基づいて改革を推進していくとしてお

り、今後は地方の役割がますます高くなっていく

とともに、地域に合った特徴ある行政運営ができ

ることを意味します。そして、私たち議員の役割

は、重要性も必然的に大きくなっていくものだと

私は考えています。

また、先行きが不透明な中で今後自治体や住民

生活に影響を与えてくる課題がたくさんありま

す。例えば障害者自立支援法は障害者総合福祉法

へと改正の検討がされています。後期高齢者医療

制度は廃止となり、新たな制度の創設に伴う負担

割合がどのように変わるのか、国民健康保険が広

域化されれば現在の負債の処理をどのように扱う

のか、保険料の設定をどのようにするのか、税の

負担方式をどうするのか、子ども手当は手当の額

と現物給付のあり方、所得制限など財源をどこに

求めるのか、介護保険は保険料の見直し、それに

伴う個人負担や財政負担がどのようになるのかな

ど、ちょっと考えただけでも住民生活に直結する

重要課題が新年度から見直され、その動向ととも

に財政問題や財源問題を注視するしかない現状に
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あります。特に自治体の財源問題は、住民負担と

直結しているので、議会は慎重な対応と議論が求

められることになります。

、 、そこで 本年度のむつ市の財政見通しについて

住民税や固定資産税などの地方税や使用料、手数

料などの自主財源の見通しをどのように試算して

いるのかお聞きいたします。

人口が減少していくと消費環境が落ち込むこと

になり、経済活動が鈍化します。当然前に述べた

自主財源にも影響があり、自然減少や少子化だけ

、 、でなく 転入転出という人口の動きなどを分析し

自主財源確保のため定住者をふやす施策を実施す

べきと思いますが、現在取り組んでいるもの、今

後実施したいと考えているものをお示しくださ

い。

次は、行政評価制度についてであります。むつ

、 、市の行政評価制度は 平成20年度の試行を踏まえ

平成21年度から本格実施されています。この制度

は、行政が行っているさまざまな事業が市民の視

点に立って予算に対する事業効果が妥当なのかチ

ェックし、財政の健全化や適切な行政サービスに

結びつけることを目的としています。いわば国で

行っている仕分けの地方版と言ってもよい画期的

な制度であります。

さて、問題点については再質問するとして、平

成21年度に評価した10事業の評価結果に基づい

て、意見を付した４事業以外の再検討とした６事

業はどのように再検討され、実施に至ったのか、

簡潔にお知らせください。

さらに、地方交付税が国から一括交付されるこ

とになると、優先順位や事業効果などの評価が非

常に重要だと考えます。よって、評価の方法、評

価委員会開催の頻度など、運用の指針も変更また

は改定するなど、制度そのもののあり方について

も検討が必要と思いますが、市長のご所見をお伺

いいたします。

最後は、教育委員会の組織改革とスポーツ振興

。 、 、についてであります 教育委員会は 予算編成権

条例制定権がなく、独立した行政委員会でありな

がら、主体的、積極的施策の展開が行えないよう

な仕組みになっていることはご承知のことと思い

ます。そのため、現在多様化する住民ニーズに対

し、教育行政の枠内では対応し切れない市民生活

に密着した分野や少子高齢化に対応した施策は、

単に教育委員会としての視点ではなく、行政の総

合窓口である市長部局が一元的に受けとめ、効率

的、弾力的な行政サービスの展開が望まれていま

。 、 、 、 、す よって 生涯学習 文化 スポーツ関連部門

公民館、図書館、下北自然の家については市長部

。 、局において執行すべきと私は考えています また

学校教育現場では、いじめ、不登校、非行と多く

の問題を抱えているにもかかわらず、教育委員会

の所管が余りにも広範なため、学校教育行政に集

中した取り組みが困難となっていると思われま

す。さらに、部活動における教職員の労働過重や

指導者不足等の問題を解決するためには、地域ス

ポーツクラブの育成や支援などの施策が必要であ

ります。加えて子ども夢育成基金は、教育委員会

が所管するということで、学校教育に関する事例

にしか使えないという極めて不公平な制度となっ

ていて、スポーツ少年団や地域スポーツクラブで

活動する子供たちにも適用できる施策へ進むよう

望まれています。

以上のことを解決または改善するために、教育

委員会の組織改革を早急に検討すべきでありま

す。また、住民の代表であり、さまざまな権限を

有している市長が教育行政に直接関与できない現

行制度は極めて不自然であります。この際、教育

委員会の組織改革を検討し、市民生活に密着した

分野を教育委員会から市長部局へ移管すべきと思

いますが、市長のご所見をお伺いいたします。

地域力の向上は人材育成の成果と私は思ってい
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ます。今回は、スポーツ振興だけに特化した内容

となりますが、文化、芸術の分野も同じような考

えで進めても構わないと思っています。まず、ス

ポーツをすることによって、子供はすがすがしい

晴れやかな顔になります。また、適切な努力目標

を与え、成功の機会を経験させることで自分自身

の励みになり、行動への意欲を高めることになり

ます。そして、スポーツは多種多様で、年代、性

別も関係ありません。自分に合った好きなスポー

ツを環境さえあれば、だれでも、どこでも楽しむ

ことができます。スポーツ人口がふえれば、健康

志向が高まり、疾病予防や精神的な安定にもつな

がります。さらに、スポーツイベントを誘致また

は企画することにより、地域経済に大きなよい影

響を与えることは間違いないと思っております。

特に際立った観光地域でないむつ市にとっては、

スポーツ施設の充実から人材育成まで、見るスポ

ーツから参加するスポーツまで積極的に計画し、

実行すべきで、それに伴う広報活動も一体的に行

えば、地域の活性化につながると思います。スポ

ーツ振興により地域力を向上させる積極的な施策

を展開すべきと思い、市長のご所見をお伺いいた

します。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（村中徹也） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 斉藤議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市の財政見通しについての第１点目、来

年度の住民税や固定資産税などの地方税や使用

料、手数料などの自主財源の見通しを示せという

ことについてであります。政府の推進する地域主

権改革は、住民の身近な行政は、地方公共団体が

自主的かつ総合的に広く担うようにするととも

に、地域住民が自らの判断と責任において、地域

の諸問題に取り組むことができるようにするため

の改革として権限移譲、国の出先機関の廃止、ひ

もつき補助金の一括交付金化、地方税財源の充実

確保等の施策の検討が進められているところであ

ります。しかしながら、来年度の予算編成時期を

迎えた現在も、それをどのように具体化していく

のかという方針については不透明な状況で、補助

金の一括交付金化についてもまだ断定的にお話し

できるような状況に至っていないというのが現状

であります。また、歳入の根幹をなす地方交付税

についても、概算要求の段階では平成22年度とほ

ぼ同額の要求がなされておりますものの、今後の

経済情勢の推移、税制改正の内容、国の予算編成

の動向により大きく変動する可能性もあり、予断

を許さない状況にあります。このように国の動向

が不透明な中、来年度の予算編成を行ううえでは

自主財源の確保がますます重要となります。

ご質問の自主財源の見通しについてであります

が、自主財源の大宗を占める市税については、長

引く景気低迷の影響により、個人市民税の減収が

見込まれるほか、地価の下落と厳しい経済情勢の

中で、企業等の設備投資が進まない状況から、土

地及び償却資産に対する固定資産税についても今

年度と比較し減少するものと予想しております。

また、法人市民税を含む他の税については、今年

度並みに推移するものと予想しております。しか

しながら、現在平成23年度、税制改正の中で法人

税に対する減税等の検討がなされていることか

ら、今後の動向によっては影響が考えられるとこ

ろであります。したがいまして、市税全般におけ

る今年度並みの税収確保は難しい状況にあると考

えております。また、使用料及び手数料等の自主

財源については、今年度並みに推移するものと考

えております。

このような状況から、来年度における一般財源

の見通しについては、まだまだ不透明な状況にあ

りますが、予算編成に当たっては、国及び県の動
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向を注視し適切な対応に努めてまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、定住者をふやすために現在取り組んでい

る施策と実施予定の取り組みについてのご質問に

お答えいたします。市の人口減少は、少子高齢化

社会の進展とともに、若者の雇用の場が少ないと

いうことが大きな原因となっており、人口減少に

よる市政各般にわたる影響につきましては非常に

大きなものがあるという認識については斉藤議員

と同様であります。

長引く景気低迷の中、なかなか明るい光が見え

ないものの、市として地域産業の振興や企業誘致

や子育て支援、快適な居住環境の創造など、雇用

の場の創出や定住者の増につながる施策につい

、 。て 精いっぱい取り組んできたところであります

具体的には、むつ下北地域の基幹産業である１次

、「 」産業の振興策として むつ市のうまいは日本一

事業に就任当初から取り組み、昨年度元気むつ市

応援隊の設置、今年度はまちづくりサイトてっぺ

ん下北を立ち上げるなど、地元自慢の農林水産物

の地産地消、販路拡大を目指し、地域の基幹産業

の底上げによる生業づくりを支援するための事業

等を展開しております。

、 、また 下北・むつ市企業連携協議会を立ち上げ

地元企業の技術力向上を目指すとともに、エネル

ギー産業に関連する資格取得等への積極的な支援

を行い、さらに本年10月から一部業務を開始して

おります日本分析センターむつ分析科学研究所の

誘致は地元採用にも道を開いたものと思っており

ます。

子育て支援や快適な居住環境の創造について

は、妊婦検診の充実や地域における子育ての助け

合い活動を行うファミリーサポートセンター事業

の支援、快適なＩＴ環境を構築するためのブロー

ドバンド基盤整備事業など、むつ市に住んでよか

ったと感じてもらえるような事業に取り組んでき

たところでありますし、現在水源池公園周辺環境

整備事業にも取り組んでいるところであります。

しかしながら、これらの施策については、その

ほとんどが一朝一夕に成果が出るものではなく、

粘り強い継続的な取り組みが必要であることか

ら、今後とも斉藤議員初め議員皆様方のお力をい

ただきながら、諸施策を展開してまいりたいと考

えておりますので、ご理解賜りますようお願いい

たします。

次に、行政評価制度についてのご質問にお答え

いたします。一般的に行政評価とは、行政が行っ

ている事務事業について、当初期待された効果が

十分発揮されているか、またその必要性が既に失

われていないかということなどを客観的に検証す

るための仕組みを総称したもので、全国の自治体

でさまざまな視点から工夫を凝らした制度が構築

されております。当市の行政評価の特徴は、目的

の達成度で判断するといういわゆる成果主義の視

座で職員が市民のニーズを的確にとらえ、必要に

応じ、事業の見直しを迅速に行うといった意識を

浸透させることに重点を置いた制度としていると

ころであり、実際に現場を担当する職員がグルー

プディスカッションを行いながら、気づきを重視

した意識風土を築き上げていくという目的におい

ては着実にその期待した効果があらわれているも

のと認識しております。

ご質問にありました再検討と評価された６事業

の改善点と現在の実施状況につきましては、まと

めて担当部長から説明いたします。

次に、ご質問の２点目、評価の方法、委員会開

催の頻度など、運用指針の変更または改定が必要

ではないかとのご質問であります。現在行ってお

ります行政評価制度は、平成21年度から平成23年

度を第１段階を意味するフェーズ１として、事務

事業を直接行う現場の職員が自ら行ってきたプロ

セスや事業効果を検証し、自ら廃止、またはより
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効率的で効果が得られる事業に改善していくため

のツールとして構築したいわゆる事務事業評価制

度であります。したがいまして、無駄の排除や財

源を確保することを目的として政府が行っており

ます外部委員が一刀両断に判定する事業仕分けと

は大きく手法が異なっていることから、そのよう

な手法を導入する考えは今のところございませ

ん。

事業仕分けは、タイトルを変えただけで復活し

た事業を再仕分けする事態となっておりますが、

それは事務事業を行う側が一方的に受け身の立場

に立たされ、自らの考えとは異なる形での廃止や

縮小を迫られ、納得できないままで仕分けが終わ

ったからであろうと考えております。

職員が意識的に成果主義の視点から事業を自ら

改善するという当市の行政評価の目的を達成する

ためには、現在行っている各部局の職員自体によ

、 、る１次評価 行政改革推進本部における２次評価

そして市民と有識者を構成メンバーとする行政評

価委員会が職員自らの評価について再検討、また

は意見の具申という判断を下す３次評価と段階的

に行っていく手法が効果的であろうと考えており

ます。ただ、単一の事務事業の評価だけでは施策

目標を同じくする他の事業との関連がわかりづら

いということ、また行政評価に対する職員の習熟

度や組織風土の醸成状況から、平成24年度からの

フェーズ２では事務事業評価から施策評価へステ

ップアップを図ることとしており、来年度中にそ

の制度設計を行う予定でありますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

次に、教育委員会の組織改革とスポーツ振興に

ついてのご質問の第１点目、市民生活に密着した

分野は、教育委員会から市長部局へ移管すべきと

いうご質問にお答えいたします。地方教育行政の

組織及び運営に関する法律、いわゆる地教行法の

改正が平成20年４月に施行されたことに伴い、当

市においても今年度からスポーツに関する業務及

びスポーツ関連施設の所管を市長部局に移管した

ところであります。その移管に関する教育委員会

との事前協議の中では、もう一つ文化財保護関係

を除く文化に関することを市長部局に移管するこ

とについても検討されました。結果として、スポ

ーツ関連業務と同時に文化関連業務を市長部局に

移管することは見送ったわけでありますが、それ

には文化に関する業務の範疇が生涯学習課と公民

館等幾つかの部署に関連し、入り組んでいるとい

う状況があります。斉藤議員のお考えとして、公

民館、図書館、下北自然の家は市長部局において

執行すべきということでありますが、現行ではこ

の３施設は社会教育施設でありまして、地教行法

の定めにより教育委員会所管となる教育機関であ

りますことから、これらの施設が果たすべき役割

を明確にし、市長部局が受けるべき文化に係る業

務部分を教育委員会において整理、集約する必要

があるわけでございます。

また、市長部局におきましても、生涯学習や文

化に関連する業務を扱っている部署もありますこ

とから、教育委員会の整理、集約に絡んで市長部

局の組織改編もあり得るものと考えております。

いずれにいたしましても、文化振興という市民

生活に密着した行政分野の体制整備となりますの

で、市民の皆さんの利便性を第一義に教育委員会

と十分な協議、調整を図ってまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を願います。

次に、スポーツ振興のために積極的な施策を展

開すべきとの進言でありますが、スポーツに対す

る思いは、斉藤議員と同意の思いを持っておりま

す。現在市のスポーツ振興事業としては、市主催

の事業として50年間開催しているむつ市民体育大

会、市民スキー大会を初め、初心者を対象とした

市民スポーツ教室、さらに市の後援する事業とし

てむつ市で開催する各種競技会のほか、本年度は
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ＮＨＫ主催の元プロ選手による野球教室、日本武

道館主催のオリンピック選手による地方青少年柔

道錬成大会、そして現役のプロ野球選手コーチに

よるむつ地区少年野球ふれあい教室、さらに昨年

度はプロ野球名球会によるドリームベースボール

などが開催され、多くのスポーツファン、多くの

子供たちに夢と希望と感動を与えていただきまし

た。

議員の言われる地域力のバロメーターは、スポ

ーツ振興と比例するため、積極的な施策の展開に

つきまして、むつ市議会第205回定例会での岡崎

議員の一般質問にもお答えしておりますが、まず

市民ニーズの把握のために市民スポーツのアンケ

ート調査を新年度に実施することとしておりま

す。また、むつ市としての独立したスポーツ振興

における審議決議機関としてのスポーツ振興審議

会を設置し、国・県のスポーツ振興計画に適合し

たむつ市スポーツ振興計画を策定して具体的に取

り組んでまいりたいと考えておりますことから、

ご理解を賜りたいと存じます。

また、地域経済の活性にもつながるスポーツイ

ベントの誘致活動についてでありますが、平成

23年度においては全国高等学校総合体育大会が北

東北３県で開催されるに当たり、むつ市ではフェ

ンシング競技が７月29日から８月２日まで行われ

ることとなっております。この大会の準備実施の

ために、各体育団体や経済団体、関係機関による

実行委員会を組織し、大会に向けて準備を行って

いるところであります。

これからの対応としては、むつ市全般にわたる

スポーツへの関心度や参加意欲を高めることを目

的とした取り組みとして、市主催以外の各団体で

行われております各種スポーツ大会やスポーツ教

室について、その開催から実施結果までを市の公

式ホームページや市政だより等に掲載することに

よる広報を通したスポーツ振興策にも取り組んで

まいりたいと考えております。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 行政評価制度につい

て、市長答弁に補足説明をさせていただきます。

平成21年度に評価されました10事業のうち再検

討とされた６事業はどのように改善され、現在ど

のように実施されているのかとのご質問にお答え

いたします。再検討とされました６事業すべてに

おいて指摘されましたのは、事業の成果をはかる

成果指標、これの設定について、それぞれの事業

の目的達成度がはかれるような指標にすることで

ありました。その部分につきましては、次回の評

価時までの研究課題となってございます。

次に、各事業ごとに指摘されました個別事項に

ついて、成果指標の設定の点を除き一括し説明を

させていただきます。

１つ目は、国際交流員招致事業であります。こ

の事業における国際交流員の活動については、引

き続き行っていくべきとの評価をいただいており

ますが、今後の事業展開において重要な部分とな

る参加者の満足度や事業内容への要望などのアン

ケート調査を行う必要性を指摘されております。

今年度から、事務が総務政策部企画調整課へ所管

がえとなったこともございまして、すべての部分

において行ってはおりませんが、一部の事業につ

いてのアンケート調査を行っております。調査の

結果では、参加者の方々の満足度も高く、好評を

得ておりますので、現在企画しております内容を

さらに充実させていく方向で取り組むこととして

おります。

２つ目は、資源ごみ回収費であります。この事

業については、環境に負荷をかけない重要な取り

組みであるとの評価をいただいております。住民

一人一人の取り組みによってどのような効果を生

むのか、また事業に関する予算がどのように使わ

れているのか等、事業のプロセスや効果等を市民
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に対してわかりやすく、いわゆる見える化する努

力を図ることとの指摘がございました。所管部局

におきましては、資源ごみの回収について、リサ

イクルの意識や集団回収の実施等を市政だより、

毎戸配布のごみ収集カレンダーや出前講座等で広

く周知を図っているところでございます。

３つ目は、外出支援サービス事業であります。

この事業については、高齢者や障害者など、いわ

ゆる社会的弱者に対するサービスの充実を図るこ

ととされ、具体的には現行の移送委託料の単価を

決める際の要素が十分であるのか精査を行うこと

との指摘がされております。所管部局におきまし

ては、利用者がもっと利用しやすい料金設定とす

るため部局内で協議を行い、現行のＪＲバスの料

金表を参考に、さらに細かい料金区分とする見直

しを行ったところであります。

、 。４つ目は 緊急通報体制等整備事業であります

この事業については、現在使用している機器を使

うこととし、経費もかかることから、機器等を全

面的に新しくする必要性はないとの評価となって

おります。指摘事項としましては、現在のシステ

ムは在宅時のみ利用可能なシステムであるため、

すべての状況に対応できる携帯電話を活用した通

報システムの研究を行うこととされております。

所管部局におきましては、協議の結果、現状の機

器の必要な部分を残しながら、今後は既に民間の

通信事業会社や警備保障会社が行っている緊急通

報サービスの利用の促進を図っていくこととして

おります。

５つ目は、下北物産協会補助金であります。こ

の事業については、人件費補助となっている部分

について事業費補助へ転換することとの指摘がさ

れております。所管部局におきましては、補助金

交付要綱の見直しを行い、今年度から事業補助と

しております。

最後に６つ目は、来さまい館指定管理料であり

ます。指摘事項としては、顧客や市民のニーズに

ついて徹底的に調査を行い、満足度調査を行うこ

ととされております。所管部局におきましては、

日ごろからアンケート調査を行っておりますもの

の、この指摘を受けまして、アンケート結果の分

析を詳細に行い対応しているところであります。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 先に行政評価制度について再

質問させていただきます。

まず、市長の答弁でいくと、内部評価という趣

旨で行政評価制度を導入しているというふうなお

話でありましたが、そもそも庁内で内部の評価を

するには、わざわざこんな制度を使わなくても、

例えば業務改善提案とか、日常業務の中で直した

り、廃止したりというふうなやり方をすべきもの

、 、であったものが それがなされていなかったので

わざわざこういう評価制度を導入してやるという

ふうなことになったと思います。

それで、評価の対象事業ということで少しお話

しさせてもらうと、そもそもいろんな事業があり

ながら、各グループ、１グループ当たり９件以上

ある場合は事業の重要度等から９件を選定します

というふうな、そういうふうな決まりになってい

ます。９件に限定するということはどういうこと

なのか、まず説明をお願いします。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 先ほどの市長答弁の

、 、中にも仕組みの説明がございましたが 第１段階

フェーズ１におきましては、平成21年度から平成

23年度までのスパンで事務事業評価という形で行

ってございますが、そのために平成21年度の段階

で全庁的に百数点の事業を選択しまして、あらか

じめ３年度分を選び出しております。各課の所管

のほうから事業を提案させて、百数幾つをあらか

じめ抽出してございまして、それを３年間でやり
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ますので、しかも各課のそれぞれの平素の業務の

進捗等、そういったものにも影響しない範囲内で

おのずと数量の枠と申しますか、そういう意味合

、 、いから１年度３点と それが３年ですから９つと

こういう考え方で、その数量を目安として据えた

ものでございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 自分たちが提案している事業

を自分たちで評価するということになると、そう

いうふうな約束になると思います。つまりできる

だけ仕事量をふやさないように、本来であればや

るべきときは全部の事業を対象にしてやろうと、

それを３年に分けてやったらいいではないかとい

うふうな考えだってあると思いますが、やはり多

くなると、それは今やっている日常業務に影響す

る可能性があるので、その数字を決めて、それを

まずやってみようというふうなことになると思い

ますが、そんなのは住民の皆さんは望んでいなく

て、行政側の勝手な理由だと思います。せっかく

こういう制度を導入したということであれば、や

はりいろんな方面からいろんな事業に対して評価

を求めると。さらに、その内容について検討する

というふうなことになっていくところが理想だと

思います。

それで、今部長、３年ということになりました

が、各グループ、とりあえず９項目、３年に分け

て。全部で今回、平成21年度は34事業を評価しま

した。外部評価に移る第３次評価に行くときは、

さらにそれを絞るというふうなことになっていま

すよね。それをさらに絞ることの理由が何なのか

が私はわからないので、ぜひそこのところを教え

てください。

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 最初にお話がありま

した、自分たちが自ら事業を抽出するという、そ

の意味合いでございますが、先ほどの市長答弁に

もございましたように、自ら自分たちの事務事業

に熟知しているそれぞれの所管課のスタッフが自

ら自己改善をするという、そういう認識、意識改

革、そして職場風土の醸成というものがこの評価

制度の一つの大きな要素でもございます。それに

加えて３次評価という段階で市民目線、有識者の

目線も含めて客観的な評価を加えると、こういう

制度をまずお話ししておきたいと思います。

それで、３次評価の段階では、各部長からのヒ

アリングを受けながら、やはりこれも評価のいろ

んな手順の物理的なスパンもございますので、そ

の中からある種評価目線で精選するということで

ございます。それが結果としておおむね10事業を

選んで評価を、いろんな角度から事業の性質を勘

案しながら、バランスを考えながら精選するとい

う結果でございます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 自分たち職員の、行政側の満

足度を上げるだけだったら、住民主体ではないと

思います。改善目標というのも示していますけれ

ども、毎年度15％の改善または廃止を行うという

ふうな目標になっていると思います。改善はよく

わかりますが、廃止というのは多分ないと思いま

す。だから、職員の皆さんは、職員の皆さんとい

うよりも、行政側はやっぱり既得権がある程度あ

る事業もあって、それを思い切って廃止に向かう

というふうな案を例えば出すとか、それに外部か

ら廃止しなさいというふうなことにつながるとは

私は全然思っていなくて、もう少し民間の考え方

も導入しながら、当然内部の職員の皆さんの研さ

んもさせながら少しずつ改善していかないと、こ

れは結局は行政側のマスターベーションだけで終

わってしまって、実際は成果にあらわれないとい

うふうなことになるように思いますが、そこのと
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ころはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） この部分につきましては、

自己満足に陥らないようにというふうな部分、た

だいま斉藤議員ご指摘のように努めていかなけれ

ばいけないと。そしてまた自省、自ら振り返る、

反省するというふうなことで職場の風土づくりと

いうのですか、そういうふうなところに努めてい

かなければいけないだろうと。斉藤議員、民間の

お仕事をなさっておりまして、その部分で業務改

善提案というふうなお話がございました。そうい

うふうな手法もさまざまな場面でこれから検討し

ていかなければいけないだろうと、このように思

いますけれども、この評価を通じまして、職員自

らが自治体経営のマネジメント、これについて非

常に習熟度が上がってきているというふうな部

分、これをもっともっと進めていかなければいけ

ないものと、このように思うところであります。

つまり事業仕分けというふうな形、壇上でもお答

えいたしましたけれども、事業仕分け的な地方版

というふうな形、組織の中での事業仕分けという

ふうな形で今進んでいるわけでございます。

これは、例えば国でやっているような事業仕分

け、私はちょっと異論を先ほど壇上でも申し上げ

ましたけれども、要するにさまざまな事業は、市

で行っている事業におきましては、この議会の中

で可決をいただいて、予算をつけていただいて、

そしてそれを進めているわけでございます。その

部分において、職員、行政体が自らが進めている

仕事、これをもう一回振り返ってみよう、そして

自らチェックしてみよう、そういうふうな形で評

価をし、そしてまた最終的には第三者、民間の方

、 、 、々 有識者の方々 その方々から評価をいただく

、 、意見をいただく 再検討すべきというふうなこと

そういうふうなところで進めているわけでござい

ますので、斉藤議員、この事業は廃止すべきとい

うふうな部分のお話もちょっとありましたけれど

も、将来的にはそういうふうなものが出てくるか

もしれませんけれども、現在のところそういうふ

うな形で、職員がやはり気づく、そういうところ

をまず進めていくというふうなところでご理解を

いただけるものと、このように思います。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 市長の言っていることはよく

わかりました。ただ、行政側が必要だと思ってい

ても、住民の皆さんは必要でないと思っているの

がもしかすれば事業の中にはあるかもわかりませ

ん。そこのところのチェックは、やはり行政側だ

けだとわからない点もありますので、ぜひそこの

ところの改善に今後努めてもらいたいと思いま

す。

次は、スポーツ振興についてであります。大き

い話をすると、国を挙げてオリンピックとかワー

ルドカップの招致に邁進するというふうなことは

どんな理由があると思いますか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） それは、国力というふうな

こと、これが示されるものと、このように思いま

す。つまり昭和39年、1964年、東京オリンピック

10月10日、これが開催されました。それに備える

こと数年前から、10年前からでしょうか、どんど

ん、どんどん経済的な部分が発展しました。そし

て、目指していって、世紀の祭典というふうな形

でとり行われました。それを契機に日本の国力が

世界に認められるというふうな部分での国威、国

威発揚といいますと、戦前的な表現になるかと思

、 、うのですけれども つまり当時は国威発揚の場所

国力、そういうふうなものの大きな見せ場になっ

たと、このように思います。最近このアジア圏で

、 、行われましたワールドカップ サッカーにしても

オリンピックにしても、そしてまた大阪万博、上

海万博というふうな形、それはスポーツとは違い
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、 、ますけれども スポーツの部分に大きく力を入れ

そしてスポーツで発展をしている自らを示すこと

によって、それは大きな誇りにもつながり、発展

へのエネルギーにもつながっていると、このよう

に思っております。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） それも１つだと思います。し

かし、今いろんなスポーツイベント、大規模なと

いうふうな表現をしますが、やはり経済効果だと

思います。国の力もさることながら、当然そうい

う大規模イベントを誘致するということは地域に

与える経済効果が膨大だというふうなこともその

一つの理由だと思います。

今国の話をしましたが、当然地域でもそういう

ふうな話につながっていくと思いまして、先ほど

市長がおっしゃられたインターハイのフェンシン

グの会場がむつ市に誘致されたということは、そ

、 、れは一つの例でありますし それだけではなくて

もっといろんな幅広い分野のものも当然誘致しな

ければならないと思うのです。そのためには、施

設の充実ということになりますが、この話もよく

出ますが、現在体育館が老朽化してイベントの誘

致ができない。イベントというのは、スポーツ大

会の誘致ができない。野球場は、公式試合ができ

ない規格になっていますので、川内球場はできま

すが、むつ運動公園は公式試合ができない。しも

きた克雪ドームのプールも25メーターないですよ

ね。24.何メーターですか、これも公式試合がで

きない。行政が持っているスポーツ施設は全部中

途半端で今の規格に合っていないのです。そうい

うところも当然改善しながら、イベントを誘致し

ていくと。当然地域の経済効果に結びつけるとい

うふうな施策も必要で、それのもとになる財源が

ないというのもありますが、総合的に判断して、

今後どういうふうに取り組んでいくのかというふ

うな方針だけは立てるべきだと思いますが、そこ

、 、 。のところは 市長 どのようにお考えでしょうか

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） オリンピックの開催のこと

で経済効果の部分をお話しなさいました。経済効

果はもちろんでございます。そしてまた私は、次

世代の子供たち、これに対して非常に夢と希望を

与えると、そういうふうな1964年の東京オリンピ

ックであったと、このように思います。つまりそ

ういうふうなことで、地元で、むつ市で開催され

る、そういうふうな大型イベント、スポーツイベ

ント、これはやはり次の子供たちに対して大きな

刺激を与えると、このように思います。来年フェ

ンシング、北東北でのインターハイが行われます

けれども、それによって、また地元の高校の方々

が大いにフェンシング、また幼い子供たちがフェ

ンシングに対して興味を持つというふうなこと、

そしてまたたしか昭和52年だったでしょうか、こ

の地でボート大会、国体が行われました。それを

契機にして強化が始まり、そして国体が行われ、

その後連綿としてこのむつ市がボートの全国的な

レベル、ハイレベルでオリンピック選手も２名出

すと、そういうふうな大きな一つの契機になるも

のと、このように考えております。ただいま陸上

競技場とか野球場、それからプールのお話がござ

いました。これは財政再建が果たされて、しっか

りとこの部分については計画的に、そしてまた当

然来年度は先ほどお話をいたしましたように、ス

ポーツに関してのアンケート、そういうふうなも

のがございますので、それらで集約されて計画的

に進められていくものと、このように考えており

ます。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） よくわかりました。

次は、定住者をふやすためにということと、自

主財源の確保という観点から何点か質疑させてい

ただきます。
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スポーツ振興にも関係するのですが、下北半島

縦貫道路がなかなかできないと。今定例会の同僚

議員の一般質問の中で、市長はＢ／Ｃというふう

な話をしておりました。利用する方が少ないと、

そこには国はお金を余りかけたくないのだという

ふうなことで、私はいろんなイベントがむつ市で

毎週のように開催されて、むつはまなすラインが

大渋滞を起こすことを望んでおります。当然それ

がＢ／Ｃにも影響して、やはり道路が必要だと、

公共の交通機関が整備されていないから下北半島

は毎週のように渋滞しているのだというふうな現

状をまずはつくると道路ができるのではないかと

いうふうな考え方を持っていまして、そういうこ

とも含めましてイベント、特にスポーツイベント

をやったらいいでしょうというふうな提案を先ほ

どしたのですが、まず税収の伸びが今後予想され

ないとして、市長は、ではその自主財源をどこに

求めるのか。特に観光、または産業が発展すると

いうことを予想しても、急激にはそういうふうに

ならないと思います。ということは、今現在やら

なければならないことがたくさんある中で財源が

ない、乏しいということになると、ではプラスア

ルファの財源をどこに求めなければならないかと

いうことになりますが、前に使用済燃料にむつ市

独自の税をかけるというふうなことで検討委員会

を設置したというふうな話を聞いたことがありま

すが、それは今現在どのようになっているのでし

ょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） まず、Ｂ／Ｃのお話からさ

せていただきますと、Ｂ／Ｃというふうなことで

高速道路、高規格道路、この部分でお話をさせて

いただきました。単にＢ／Ｃだけではなくて、真

に必要な道路というのは何なのかというふうなお

話をさせていただいたつもりでございます。その

中で、このスポーツイベントを大いに開いて、下

北半島縦貫道路、非常にラッシュ、渋滞している

という状況をつくり上げるべきだというふうなお

話で、ご提案だと受けとめました。私ども今年度

議決をいただき、取り組ませていただいたのは、

陸上競技場の改修、トラックの改修をいたしまし

た。今また野球場の改修というふうな形で着々と

今ある設備をいかにリニューアルしていくかと、

。 、そういうふうな時代に突入したと思います ただ

まだ新たにつくらなければいけないものもあろう

かと思います。現在あるものをいかにリニューア

ルをして、そしてその施設のレベルを高めていく

かと。そういうふうな手法を、ファシリティーマ

ネジメントという形で表現されるのでしょうか、

そういうふうな形で今努めているところでありま

す。

陸上競技場なんかは、改修してから非常に利用

度が、その以前も非常に利用度が高くて、大型バ

ス、もう何十台というふうな形で県内各地からお

越しいただいております。それで、下北半島縦貫

、 、 、道路ができると 時間的な短縮で 選手の皆さん

また子供たちの疲労度というのは非常に低まって

くると、こういうふうに思いますし、周辺の駐車

場も狭いものですから、大型バスは市役所の駐車

場にとめて整然と並んでいる様というふうな部

分、この市役所の駐車場の大いなる利用というふ

うなこともしていただいていると。非常にリンク

した形で使っていただいているというふうなこ

と。野球場もリニューアルされますと、当然そう

いうふうな形で利用度は高まってくるだろうと、

こういうふうに思っております。斉藤議員もスポ

ーツ、さまざまな形でご協力をいただいておりま

すので、一層のご支援のほどをお願いしたいと、

このように思います。

さて、そこで自主財源をどこに求めていくのか

ということで、使用済燃料に対するストック税と

申しますか、保管税というふうなお話がございま
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した。今どの程度まで進んでいるのかというふう

なお話でございますけれども、今協議を深めてい

ると、より協議を深めているということで答弁と

させていただきたい、このように思います。

〇議長（村中徹也） 29番。

〇29番（斉藤孝昭） 最後にしたいと思いますが、

例えば福祉施策、先ほども市長が壇上でいろんな

話をしていましたが、福祉施策、またはインフラ

整備、または今の教育環境の充実、お金がかかる

ことがさまざまあって、今後のまちづくり、しか

も本州最北端の小さな市が、今後自立していろん

な施策を展開していくためには、当然財源が必要

だと思います。原子力関連施設がこれほど誘致さ

れていながら、道路もない、新しい道路を要望し

てもなかなかできない、公共の交通機関、ＪＲ大

湊線と言いますが、対策もなかなかとられない。

新幹線が青森に来ると、便利になると思っていた

、 、ら なかなかそうもいかないというふうなことで

思っているような施策、または思っているような

まちづくりがなかなか進まないと。それが定住者

が少なくなったり、高校を卒業すると東京に就職

したり、地方に行ってしまうというふうなことに

結びついているのではないかということを常日ご

、 、ろから思っていまして それを解決するためには

建物行政はよくないというふうな話は常に言われ

るものの、整備がおくれていることだけは間違い

なくて、それをどうやって少しずつでも進めてい

くかというところが市長の手腕にかかっていると

思います。

先ほど市独自の税は進行中というふうな話であ

りましたが、やはり自主財源を確保すること、国

もお金がない、県もお金がない、当然それに関係

する地方自治体もお金がない、何もできない。今

その日暮らしがやっとというふうなことは、やっ

ぱり将来に夢がないと思います。ぜひそこのとこ

ろは市長にも頑張ってもらって、青森県のむつ市

は他の地域と違うのだということになってほしい

というのが私の願いであります。ぜひ今後も体に

気をつけて、一生懸命市民のために頑張ってほし

いなというふうに思いますので、ぜひよろしくお

願いします。

質問はこれで終わります。ありがとうございま

した。

〇議長（村中徹也） これで、斉藤孝昭議員の質問

を終わります。

午前11時10分まで休憩いたします。

午前１０時５６分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎冨岡幸夫議員

〇議長（村中徹也） 次は、冨岡幸夫議員の登壇を

求めます。28番冨岡幸夫議員。

（28番 冨岡幸夫議員登壇）

〇28番（冨岡幸夫） むつ市議会第206回定例会に

当たり一般質問を行います。市長におかれまして

は、このたび17人の一般質問を受けるという立場

で大変お疲れのことと思いますけれども、秒読み

に入りましたので、おつき合いをよろしくお願い

申し上げたいと思います。

我がむつ市は、昨年市制施行50周年、合併５周

年を迎えました。ことしは、改めてネクスト50を

掲げ、新たな50年に向かっております。また、姉

妹都市であります会津若松市とは戊辰戦争後のお

つき合いで、140年が経過をいたしました。国に

、 。あっては戦後65年 日米安保50年の年であります

その大きな節目の年、そんな折、我が国の現在

のありようはいかがかといえば、政府は近隣諸国

の圧力にあえぎ、国際競争力をなくし、国会は自



- 219 -

らの政争政局にと混乱させ、国民はそっちのけの

現状にさらされております。まさにこのような状

態については開いた口がふさがらない、むなしさ

でいっぱいであります。一体こんな日本にだれが

したんだと叫びたくなるのは、私一人だけであり

ましょうか。

責任は、私たちにないかといえば、ないとは言

えません。これからの時代は、成熟し切った経済

社会国家人として安心してはいられないのであり

ます。将来の我が国の姿は、少子化の克服がなさ

れなければ、過去の右肩上がりの経済、決して望

めないのであります。言ってみれば、今はどん底

なのであります。今こそ改めて国家百年の大計を

推しはからなければならないときであります。

百年の大計にあっては、国は独立を維持し、国

家防衛と教育を新たに立て直すことにあります。

国は、このすべてをやらなければなりませんが、

地方が自立しなければならない時代となった今

は、その地域はその地域の子供をしっかり育て、

未来に責任を持てる人材を育成していかなければ

ならないのであります。そのようなことから、こ

のたび教育問題を取り上げ、現状認識と地域の将

来のことについて伺いたいと思います。

まず、むつ市教育プランの検証についてであり

ます。現在進められている教育プランの目指す像

の具体性、特に個人の能力、個性を生かす具体的

施策があったらお知らせ願いたいと思います。あ

わせて、事務の点検及び評価に関する報告書の要

旨についてお知らせいただきたいと思います。

２つ目の項目、長年国際交流を継続させてきて

、 。おりますが その国際交流の先にあるものは何か

マンネリ化していないか、姉妹都市交流の今後に

ついて伺いたいと思います。事業に幅を持たすと

か深みを増す、このような事業はないのかお伺い

をいたしたいと思います。

３つ目は、学力面の向上について、小学校で指

導するようになった英語教育の目的と課題につい

て、現状についてお知らせいただきたいと思いま

す。

４番目と５番目の歴史教育の認識と近・現代史

につきましては、私の思いを少し話させていただ

きながら質問とさせていただきたいと思います。

私は、特に歴史について興味を持った、ずっと持

ってきたというわけではありません。10年ぐらい

前になるのでしょうか、ＮＨＫの「プロジェクト

Ｘ」という番組がありまして、国家を形成するよ

うな大事業であったり、または日本が得意である

ものづくりの基礎、その技術を広めてきた事業の

展開を紹介した番組であります。何点か紹介いた

しますと、関西電力の黒部第四ダムの建設であっ

たり、我が地域にとって、あすにも新幹線が開業

しようとする青函トンネルの建設であったり、ま

たは本四架橋の建設であったり、そういうものが

紹介されてありました。また、ものづくりではマ

ツダのロータリーエンジンとか新幹線のゼロ系の

デザインだとか、またはＹＳ11を飛ばす、その紹

介がなされてきたのであります。

歴史をさかのぼってみますと、明治のころから

鉄道網の建設、また鉄鋼では八幡製鐵が建設され

てきたという経緯がございます。

また、歴史上の人物で今もＮＨＫで紹介されて

おりますけれども 「坂の上の雲」など、また大、

河ドラマなどで当時の歴史についてドラマ化され

て我々の目の前に届いているという現状がありま

す。いかに歴史というものが大事なのかというこ

とをつくづく教えられているこのごろでありま

す。

このような日本の最も近代化されてきた幕末か

ら明治、そして大正、昭和。昭和も戦後において

大きく時代が変わってきたと、こういうふうに言

っても過言でありません。先ほど市長は斉藤議員

の質問に答えられ、オリンピック後に大きな景気
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があったというようなこともありました。そうい

う時代を踏まえて、本当に現状に来て、この日本

が世界で第２位の経済大国と言われながら、今や

近隣諸国に圧力をかけられながら、何とかしたい

なと思いながら頑張っている姿でありますけれど

も、いかんせん中国に経済大国２位の座を奪われ

るのは時間の問題、このように言わざるを得ませ

ん。

このようなことから、歴史の重要性を感じ、今

後国際社会で生き抜く子供たちは、ぜひとも歴史

認識を深めてもらい、国際感覚に鋭い人材を輩出

しなければならないのであります。その必要性は

高いものだと改めて思っております。教育の現場

での現状をお聞きしたいと思います。教育委員会

の答えについては、限界があろうと思いますけれ

ども、その私の質問の将来先にあるものをぜひと

もご答弁いただきたいと。それ以上のことについ

ては、市長でなければ権限が持てないということ

もあろうと思いますので、ぜひとも市長にもお答

えを願いたいと議長にお願いしながら壇上からの

質問とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

〇議長（村中徹也） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 冨岡幸夫議員のご質問の第

１点目、むつ市教育プランの検証についてお答え

いたします。

むつ市教育プランの基本は、小中一貫教育のも

と、小学校と中学校の連携を図り、生きる力と夢

をはぐくむ学校教育を推進し、知、徳、体の調和

のとれた人間性豊かな児童・生徒を育成すること

であります。平成19年12月に策定された教育プラ

ンも４年目であり、現在市内９ブロック24小・中

学校で教育プランの目指す児童・生徒像の具現化

を図るために、乗り入れ授業、合同行事、生徒指

導連携等に取り組んでおります。地域により活動

の差異はあるものの、各ブロックで着実に成果を

上げております。

各年度ごとの実践については、むつ市小中一貫

教育推進委員会とむつ市小中一貫教育中間発表会

を開催し、パネルディスカッション等で各地区の

活動の成果と課題を発表し、全体のものとして共

有化し、活用しております。教育プランを通し、

、 、意欲を持って主体的に学ぶ子供 豊かな心を持ち

思いやりのある子供、心身ともに健康な子供の育

成のために、地域や保護者の方々と連携し、取り

組んでいるところであります。

教育プランは、平成19年度から平成23年度まで

の前期５年間、平成24年度から平成28年度までの

後期５年間の10年計画であり、来年は前期最後の

年度となります。来年８月には、下北文化会館で

小中一貫教育むつサミットを開催し、全教職員を

対象にむつ市小中一貫教育のさらなる充実につい

て全市で確認する予定であります。

教育委員会といたしましては、ネクスト50年に

向け、むつ市の発展を支える人材育成を図るため

にも、まずはこの教育プランに基づき、これから

のむつ市が目指す教育の姿を具体的に示し、市民

の皆様からご理解とご協力を得られるよう努めて

まいりたいと考えております。

次に、個を大切にする教育など、教育プランに

基づく教育実践の現状についてであります。議員

ご承知のとおり、教育の目的は一人一人の児童・

生徒の人格の完成であり、教育プランに基づき一

人一人を大切にする教育、子供の学び、子供の個

性を大切にし、地域や保護者が安心して子供を学

校に任せられる信頼される教育活動に努めたいと

考えております。

個を大切にする教育活動としては、複数の先生

によるチームティーチング、協同授業でございま

、 、すが 子供たちの学習状況に応じた習熟度別学習

少人数指導やグループ学習、勉強の苦手な子供や
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学習のおくれている子供のためにチャレンジタイ

ム、パワーアップタイムなどの補充学習を実施し

たり、さらには学習習慣形成や読書推進活動など

にも積極的に取り組んでおります。各学校では、

子供たちの学びの課題を明確にするとともに、一

人一人の興味関心や習熟の程度に応じ指導方法の

改善を図り、確かな学力を身につけさせる取り組

みを積極的に推進している状況にあります。その

成果は、小・中学校とも着実にあらわれているも

のと考えております。

確かな学びの力を保障し、将来の夢の実現に役

立てることができるように学校教育の充実を図り

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

次に、このような教育プランに基づく取り組み

についての検証についてであります。議員ご承知

のとおり、教育委員会では平成20年４月より毎年

事務の点検及び評価を行い、その結果を議会に提

出し、公表してまいりました。しかしながら、こ

のような事務の点検及び評価だけでは児童・生徒

がどのように望ましい変容を遂げているのか、ま

た教育委員会や学校の取り組みの具体的な様子が

。 、市民には伝わりにくいところもあります そこで

教育プランの検証につきましては、学力向上アク

ションプランと不登校児童・生徒減少アクション

プランについて具体的な数値目標を設定し、その

達成度を平成23年度より毎年検証していくことと

しております。また、数値目標による検証とあわ

せて、児童・生徒や保護者、教師への意識調査を

実施し、学校が楽しい、授業がよくわかると答え

ている子供がどのくらいいるのか、保護者は学校

の取り組みにどのくらい満足しているのかなどを

市全体として把握しながら、教育プランの検証を

進めてまいりたいと考えております。

続いて、ご質問の第２点目、国際交流と語学教

。 、育についてお答えいたします 平成７年８月13日

アメリカ合衆国ワシントン州ポートエンジェルス

市と姉妹都市を締結して以来、ジュニア大使派遣

事業を開始し、既に13年目を迎え、これまで約

130名の生徒が派遣事業に参加しております。む

つ市の中学生がポートエンジェルス市を訪問し、

ホームステイや中学校訪問等を通し、コミュニケ

ーションのための生きた英語を学ぶ機会にもなっ

ております。また、毎年ポートエンジェルス市か

らの派遣団も受け入れ、むつ市内の中学校の全校

生徒が日本の学校生活を紹介するなど、異文化交

流を体験しております。

さらに、中華民国陽明国民中学との交流も昭和

63年の旧川内町の時代から継続し二十数年になり

ます。毎年１月下旬にむつ市の中学生と交流を行

っております。陽明中の生徒も、むつ市の中学生

も母国語が異なり、コミュニケーションは英語で

なされ、貴重な異文化理解の機会となっておりま

す。ジュニア大使の中学生ばかりではなく、毎年

各学校が使節団を受け入れ、日本の伝統文化を紹

介することで、国際的に貴重な体験になっている

ものと認識しております。そして、中学生のころ

に国際交流を経験した生徒は、外国語に興味を抱

き、外国語を活用する進路に進んだ子供たちも多

くおり、長年積み重ねてきた事業が人材育成に役

立っているものと認識しております。

今後も教育委員会といたしましては、国際交流

事業を継続し、国際社会で活躍できる人材を育成

していきたいと考えております。

次に、ご質問の第３点目、中１ギャップと英語

教育の現状についてお答えいたします。中１ギャ

ップは、小学校から中学校へ進学する移行期に学

習や生活での不安や悩みなどで中学校生活をスム

ーズに送ることができない現象であります。小学

校で英語活動をしてきた児童が中学校の学習方法

の違いからスムーズに学習に適応していけないギ

ャップも見受けられます。教育委員会といたしま
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しても、外国語指導助手の有効活用、むつ市教育

研修センターにおける教職員講座の充実を図り、

小学校と中学校との円滑な接続を目指し、充実し

た英語活動の推進に努めてまいりたいと思いま

す。来年度、小学校における外国語活動が５、６

年で週１回実施予定でありますが、小・中学連携

における乗り入れ授業の実施により小・中の教職

員が協力し、英語学習における中１ギャップの解

消を図る所存であります。

次に、ご質問の第４点目、歴史教育の認識につ

いてお答えいたします。教育基本法が約60年ぶり

に改正され、21世紀を切り開く心豊かでたくまし

い日本人の育成を目指すという観点から、学習指

導要領も改訂され、小学校においては平成23年度

より、中学校においては平成24年度より完全実施

されることとなります。このような教育改革が進

められている中で、議員ご指摘の社会科における

歴史的分野の内容構成も改められ、その時数も増

加し、改善が図られることとなりました。その改

善の基本方針は、日本人としての自覚を持って国

際社会で主体的に生きるとともに、公共的な事柄

に自ら参画する資質や能力を育成することにあり

ます。教育委員会といたしましては、学習指導要

領改訂の趣旨の周知徹底を図るとともに、歴史学

習を通して日本人としての生き方、あり方を深め

ることができるよう、社会科における歴史教育の

充実を図りたいと考えております。

最後に、ご質問の第５点目、近・現代史の重点

教育導入についてお答えいたします。今日政治経

済等あらゆる分野で国際化が進み、国際社会にお

ける他国とのかかわり方や我が国が果たす役割、

そして国際社会の中での日本人としてのあり方が

問われております。中学校の歴史学習では、近・

現代の指導内容は、改善の重点事項であり、現代

社会の理解が一層重視されることになります。

具体的には、これまで近・現代の日本と社会と

いう一つの内容項目が、近代の日本と世界、現代

の日本と世界の内容に再構成され、より時間をか

けて学習することになります。この内容の再構成

と配当時間の増加によって、生徒にとって理解し

にくい近・現代の学習が一層理解しやすく、学習

の充実が期待できるようになります。

さらには、国際関係が重きを占める近・現代の

学習を重視することで、我が国の歴史の展開を世

界の動きと一層関連づけて学習できるようにもな

ります。今後このような学習を通して、我が国の

歴史の歩みを踏まえ、自国の文化や伝統を自ら語

り、郷土や国に対する誇りと自信を持って国際社

会に生きる平和で民主的な国家社会の形成者とし

て、その役割を果たしていけるような人材育成に

努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解

とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番（冨岡幸夫） 教育プランについてでありま

すけれども、前期、後期分けて10年間の計画とい

いますか、プランニングされているということで

あります。実は、私は壇上でも言いましたけれど

も、今後我が地域はどういう人材を求めていけば

将来能力のある人材を、国際的に活躍できるよう

な人材をつくって輩出するということが大きな形

で影響力があるというふうに私は考えるわけです

けれども、どうしても教育の分野というのは平た

くしかやっていけないというようなことがありま

して、個人の特性を生かすとか、または政策的に

その分野に特化して子供の成長を願うというよう

なことがなかなかあらわれにくい分野でありまし

て、そのようなところでこのむつ市教育プラン、

10年たてば、また同じようなプランニングがされ

るのかもわかりません。文部科学省でもってその

時代に合った、または将来に即した改訂がされる

ということになると、それに引きずられるように
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してやっていかざるを得ないというようなことで

あると、日本どこでも同じようなことをやって平

均点を上げるというようなことにしかならないの

ではないかというふうに私は思ってしまうわけで

すけれども、それ以上の得策といいますか、何か

具体的に力を入れてやるのだというようなことが

なければ、ただ学校は学校の先生方に任せておけ

ばいい、家庭は家庭の責任がある、社会には社会

のやるべきお手伝いがあるというだけでは果たし

ていいのかというようなことが感じられてならな

いわけであります。その辺で教育委員会で考えら

れているのがありましたら、ちょっとお知らせ願

えればありがたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（遠島 進） まず、学校教育の目的とい

、 、 、うのは 子供たちの人格の陶冶 人格の完成だと

これが国家百年の大計であろうというふうに思い

ます。

それともう一つ私は、日本の振興ということも

ありますけれども、こういう地方分権の世の中に

なったところでは、地方の振興というか、それに

寄与できる人材を育成するということが目標であ

ろうというふうに考えているところであります。

そのうえでどういう人材を育成するのかというこ

とについてでございますけれども、まず今回新学

習指導要領が改訂になって来年度から完全実施と

いうことになります。これまで授業の時数とか学

習内容の増加、それから学力向上といったような

ことだけ問題になる、すなわちゆとり教育から学

力重視の方向へということだけが焦点化されてい

る面もありますけれども、今回の教育改革という

のは、変化の激しい知識、基盤社会を生き抜く生

きる力、生きていくための知力、気力、体力を一

人一人の子供に身につけさせることだというふう

に考えております。

議員ご承知のように、教育の究極の目的という

のは人格の完成でございます。確かな学力、豊か

な人間性、健康な体など、調和のとれた人間の育

成であるというふうに考えております。そして、

むつ市の教育プランにおける小中一貫教育を通し

て、児童・生徒の生きる力と夢をはぐくむ学校教

育の推進を目指してまいりたいというふうに考え

ておりますが、人格の完成を目指して児童・生徒

の興味関心とか意欲を高める、一人一人の可能性

を引き出すための学校教育をしていきたい。すな

わち、個を大切にする教育が必要であるというふ

うに認識しております。各学校では、総合的な学

習の時間を活用して国際理解教育の一環として外

国語活動を実施したり、また郷土の歴史や文化に

興味がある子供は調査活動を実施したり、中学校

ではキャリア教育の一環で正しい職業観や勤労観

を育成するため、むつ市内の企業や商店で職業体

験活動などを実施しております。これらのさまざ

まな体験活動が子供たちの将来の社会的自立や夢

達成の自信とかエネルギーになっていくものと考

えております。

特別にむつ市が英語教育であるとか社会教育で

あるとか、すなわち教育特区というような考え方

で、それに特化した人材育成といったようなこと

については、現在考えてはおりませんが、議員お

考えのような国際的に活躍する人材を育てると

か、いろんな地域に貢献できる人材を育てる、そ

ういう目標を大々的に掲げるというようなことは

いたしませんけれども、当然一人一人を大事にす

る教育というのは、それらになりたいという夢や

希望を持たせる教育をするということと同時に、

それになるための学力を保障してやるというよう

な教育が必要だろうというふうに思っておりま

す。むつ市の大切な宝である子供たちを大切にす

るという教育の実現に努めてまいりたいというふ

うに思います。

したがいまして、現行法規で学習指導要領に従
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って、一人一人の生徒の興味関心を大切にした９

年間の小中一貫教育を充実させながら、個性の伸

長を図って、社会的自立の基礎を培って、一人一

人の子供たちの夢、子供たちがこのような職業に

つきたい、このような人になりたいという願いに

こたえるような学校教育の充実を図っていきたい

と、このように考えております。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番（冨岡幸夫） 今教育長のほうから、地方の

時代にふさわしいような分権だとか地域の振興だ

、 、とかというような言葉が出て 安心といいますか

、 。うれしいなと こういうふうにも思っております

それと、個を大切にするというお話で、ぜひとも

その延長にあるものをということを期待しながら

やってもらえればありがたいのではないかなと、

こういうふうに思います。ただ、やはりどうして

も平均点を上げるというようなこと、豊かな人間

性をつくっていくのだと、学校教育は限界がある

というようなこともあるのでしょう。ですから、

家庭に響かせることや地域に響かせることが大事

、 、であって その辺の分野はやはり市長でなければ

なかなか政策的な施策を持ち出せないというのが

現状だろうと、こういうふうに思います。

そこで、一つ小中一貫の形の中に英語教育を取

り入れていくというようなことがあります。現に

むつ市では国際交流事業といいますか、姉妹都市

盟約をしておりますので、小・中学校に限らず高

校でのおつき合いもありまして、それなりに成果

を上げているといいますか、十分意見発表もされ

ているようでありますし、私もその現場をのぞい

ていますので、そこには期待を申し上げるという

ふうなことを思っております。ただ、新しく小学

校で英語を教えるという語学が主なのかというよ

うなこともありまして、文部科学省の政策でしょ

うから、適正な人事配置といいますか、先生の配

置とか、さまざまなことは我々が心配するまでも

なくされるのでしょうけれども、やはりその中１

ギャップなるものとか、取り残されないような子

供たちをつくっていくということが大事でありま

。 。す その点で問題点になることがあるのかどうか

または、語学に力を入れるということで、先ほ

どは個を大切にすると。要するに子供たちの能力

というのは、全くどの分野で伸びるかというのは

わかりません。きのうあたりでしたか、ベルリン

・フィルハーモニー管弦楽団でしたか、バイオリ

ンの奏者が日本から出ましたですね。やはりどう

いう方向に子供たちが成長していくかということ

はわからないわけでありますけれども、それでも

学校で力を入れるというと、基本的には語学、英

語力をつける、新たに能力をつけるということに

なるかもわかりません。または、科学に通ずるよ

うな子供をつくるというようなこともあるかもわ

かりません。その分野で力を入れられるというよ

うなものがあったら、その英語教育にあわせてお

答えいただければありがたいと思います。

〇議長（村中徹也） 教育長。

〇教育長（遠島 進） まず、英語教育につきまし

ては、小学校の場合は英語活動という形でござい

ます。したがって、評価、成績がつくというもの

、 、ではなくて 英語になれ親しませるということで

中学校に行きますと教科英語ということで、今度

は読むこと、書くこと、聞くことの３つのことに

ついて勉強するということになりますが、そのギ

ャップが導入段階でスムーズにいくように配慮し

なければならないことであるというふうに考えて

いるところでございます。先ほど壇上でも述べま

したような外国語指導助手の有効活用であると

か、教職員講座の充実を図るといったようなこと

で、円滑な接続をしてまいりたいというふうに思

っております。

そして、もう一点お尋ねの英語に限らず科学で
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あるとか、そういったようなことについて特別に

力を入れてといったようなことはあるのかという

ことでございますが、現在の学習指導要領に沿っ

て、そして児童・生徒、地域の実態に沿って教育

活動を展開していくというふうに考えております

ので、現在のところはそのような特化してという

ことは考えておらないということでお答えにいた

します。

以上でございます。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番（冨岡幸夫） 教育長のほうからは、なかな

か特化できないというようなこともあります。し

、 、かしながら ちょっと紹介もしたいといいますか

将来子供たちがどういう方向に伸びていくかとい

うことでは、大学とかいろんなところに進むとき

に選択肢があるのだろうと思います。それぞれ得

意な分野、または好きな興味のある分野に進んで

いきたいということが当然だろうと思いますけれ

、 、ども いずれにしても将来こういう時世であると

大学まで進んでも就職ができないというようなこ

ういう厳しい社会状況です。

ただ、その中にあって、秋田の国際教養大学と

いうところは設立されて間もない大学ですけれど

、 、も 2008年に新しい卒業生を出したということで

。 、 、就職内定率100％です ですから それが小学校

中学校の段階からということは無理でも、要する

にどの分野に力を入れていくかということによっ

て、さまざま人を生かしていくということが可能

なのだと。

国際交流の中で語学を磨かれて国際教養大学の

中でも小・中・高校生を対象にしたいろんな企画

といいますか、そういうことがやられているよう

であります。ぜひいろんなところの事例を探しな

がら、できればそういうむつ市は何かに力を入れ

ていくというような分野を探していただきたいな

と、こういうふうに思うわけであります。

小・中からやっているというと、群馬県の太田

市ですか、ぐんま国際アカデミーというところは

市の資本でもって連携して教育システムをつくり

上げていると。最近では問題がいっぱいあるよう

でございますけれども、そういう事例もあると。

または、科学を目指す子供たちには横浜サイエン

スフロンティア高校がかなり有名でありますけれ

ども、そういうところにそれぞれが入れるか、ま

たはそういう興味を持って臨んでいけるという子

供たちをぜひともつくって、いい政策をつくって

いただきたいと、こういうふうに思います。

次に、国際交流事業についてでありますけれど

も、壇上でもお話ししましたけれども、次々新し

い生徒が来て、その体験をして、習熟度を増して

いくということの繰り返しは、それはそれでいい

のだろうと思います。ただ、国際交流について、

窓口としては総務政策部のほうが窓口になるのか

と。ジュニア大使の派遣事業については教育委員

会の担当ということになるかもわかりませんけれ

ども、国際交流の先にあるもの、私はどうしても

これは難しいのでありますけれども、地域のいわ

ば教育文化にとどまらず経済交流までつなげてい

っていただければありがたいなと。そういう意味

合いで幅を広げたり、深みを増したりというよう

な表現で話をさせていただきましたけれども、そ

の新たな模索をしながら、そういう何か光が見え

てきたというような事例でもあればお知らせ願い

、 。たいのですが なければないで結構でございます

双方でお答え願えればありがたいと思います。

（ ） 、 。〇議長 村中徹也 教育行政ですか 今の質問は

原則論を申し上げますと……

〇28番（冨岡幸夫） 教育行政から、教育行政の中

にあって、教育の幅を広げていくと政策的なこと

にもつながっていくということで、順序は教育委

員会からということになるかもわかりませんけれ

ども、組織的なことの答弁は逆になるかもわかり
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ません。

〇議長（村中徹也） 原則論を申し上げます。

各行政委員会の答弁に対し市長部局が補足説明

するということは、権利権能を分離分担とする各

行政権の独立を目指した地方自治に反します。で

すから、教育委員会への質問に対する答弁以外の

ことであれば許可いたします。

市長。

〇市長（宮下順一郎） 国際交流員というのは、今

その事業は主に総務政策部のほうで担当しており

まして、その部分でのお答えに限らせていただき

ます。

その部分では、国際交流員、今一生懸命活動し

ております。市政だよりにも、向こうの国の風習

だとか、そういうふうなことをさまざま紹介をし

ております。そしてまた、ハロウィンだとか、そ

れからイースターというふうな、非常にこの国、

この地域になじみのなかった行事、そういうふう

なものも積極的に紹介、また料理教室、そういう

ふうなものもさまざま展開をしているところであ

りますし、学校行事のほうは教育委員会ですけれ

ども、学校行事等々にも参加をさせていただいて

おりますし、またエフエムアジュールを通して、

さまざまな異文化、これを紹介する形で今活動、

活躍をしているところであります。そういう意味

からして、国際交流員をさまざまな行事に参加さ

せてくれという要請が非常に多うございまして、

その意味で異文化に触れること、そういうふうな

部分での活躍を今しているところであります。

そして、また産業面におきましては、先般10月

だったでしょうか、水産関連企業を海外の水産研

究機関、民間企業の方々が訪問をしております。

このきっかけは県の国際交流事業でございました

けれども、この企業の代表者が海外の水産事業、

これを見聞したいというふうなことで、そういう

ふうな形でむつ市を訪問したというふうな事例が

ございました。こういうふうな事例が多くこれか

らも見られることを期待をしておるところでござ

います。そういう意味で、さまざまな異文化を知

るというふうなチャンスが非常に広がってきてい

ると、そしてまた産業面でもそういうふうなのが

少しではありますけれども、光が見え始める、こ

ういうふうな形でもっともっと国際交流を深めて

いきたいと、このように思っております。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番（冨岡幸夫） ぜひ新しい発展が見えればと

いうふうに願うところであります。

続いて歴史教育についてお伺いいたしますけれ

ども、現在中学校で教えられていると思いますけ

れども、現状学習の進め方というのは国の成り立

ちというのですか、大化改新のあたりからとか、

縄文の時代からずっと教えていくのが通例だろう

と、こういうふうに思いますけれども、現状その

進め方についてどのような形になっているのか。

３学期でどの辺まで教えられるのか、ちょっとお

知らせ願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 学校教育課長。

（ ）〇教育委員会事務局副理事学校教育課長 加藤次男

冨岡幸夫議員のご質問にお答えします。

社会科の歴史学習について、どの辺程度まで行

われているのかというふうなことで、現在小学校

の６年生では、それこそ古代史から近・現代史あ

たりまで詳しい学習内容というよりも通史的な、

その時代、時代に出てきた登場人物、それから社

会の出来事等を一般的に学習してくると。中学校

になりまして、また社会科の学習で日本の歴史に

ついて学ぶというふうな、大体古代史からやって

くるわけですけれども、学校によっては、時には

例えばある時代に時間が偏ったりしながらやって

いますけれども、学習指導要領に沿った形で時数

が限られておりますので、その中でできる限り学

校としては子供たちに日本の歴史のおもしろさ、
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楽しさ、そして日本人としてのなくしてはいけな

い本当に歴史的な考え方等を学んでいる状況にご

ざいます。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番（冨岡幸夫） ありがとうございます。小学

校、中学校までは大きな歴史の流れの中でそれぞ

れあった出来事とか、いわば歴史ばかりでなくて

社会というものについてはほかの分野も教えてい

かなければならないのでしょうから、限界があろ

うかと思います。ただ、私は壇上でも言いました

けれども、日本がこのような状況になっていると

いう深刻な時代になっているというときには、や

はり歴史をさかのぼって、歴史は繰り返すという

ふうなことも言われますから、さかのぼって、そ

の現状からどうであったのかというようなこと、

一番大事なところが低学年でも中学校のあたりで

も教えられていないのではないかなという危惧が

あります。

実は、高等学校にお邪魔して、歴史の教え方ど

ういうふうになっているかということをお聞きし

ました。世界史は必修だそうでありますが、日本

。 、 、史は選択であります 日本史はＡ Ｂありまして

日本史のＡについては、今は近・現代史から教え

るというようなことになっているようでありま

す。ですから、中学校で全くではないですけれど

も、時間切れとして教えてもらえなかった分野、

または人間形成に一番必要な分野の近・現代の歴

史、または過去の人材から見る勉強、こういうふ

うなものが非常に教える厚みが少なくて非常に残

念であるのかなと、こういう感じを私は持ってお

ります。

高校生になりますと大学受験がありますので、

分野によっては必死になって近・現代史、または

政治経済を勉強するというようなことになりま

す。できれば私は小さいうちから、中学校のうち

からそういうことをきちんと教えていくというよ

うなことが必要でなかろうかなと、こういうふう

に思うのです。

ほかの地域ではどういうふうなことをやってい

、 、るかといいますと 山口県の県教委ですけれども

これは対象は中学校であります。ふるさとの先人

に学ぶ教育の推進、これは大きく掲げて、あそこ

は今の日本をつくったと言われるような人材が多

く輩出されている地域でありますから、当然そう

いうふうなことがなされるかもわかりません。た

だ、思想的に余り踏み込むと、これは教育委員会

というのですか、教組のほうからいろんなことを

言われかねませんので、ある程度のところでとど

めるというふうなことが現状なのかもわかりませ

ん。高知県でも同じようなことがあります。私が

行政視察でお邪魔した鹿児島市では、小学校から

自分の地域の歴史をさかのぼって、人材について

漫画の教本でもって教え込んでいるという事例が

ありました。私は、やはり歴史というものについ

て、もっともっと振り返ることが大事ではないか

なと、こういうふうに思っているわけでありまし

て、先ほどの壇上からの答弁で、時間数もふやし

ていけるのかなと、こういうふうなことを言われ

ておりました。そうなってもらえればありがたい

と、こう思うわけですけれども。

そこで、なかなか特化できないという中で特化

しろという話はかみ合わないのですけれども、そ

ういうふうなことが大事だと思われたときに、教

育委員会でその施策を講ずるというのはおのずと

、 。限界があるのだろうと こういうふうに思います

予算権も全くない教育委員会でありますから、長

距離の政策を持つということについてもなかなか

大変なのではないかなと、こういうふうに思いま

す。市長は、ネクスト50という次の50年まで見据

えている話をしますので、ぜひそういうところを

大事にして取り組んでいただけないのかどうか、

感想でもいいのですけれども、簡単にちょっとお
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願いします。

〇議長（村中徹也） 学校教育課長。

（ ）〇教育委員会事務局副理事学校教育課長 加藤次男

今の冨岡幸夫議員のご質問にお答えします。

教育委員会といたしましても、子供たちの歴史

教育については非常に大事であるというふうに認

識しておりますし、今現在行われている部分につ

いては先ほど話しましたように、小学校、中学校

での歴史教育と、それから総合的な学習の時間で

むつ市の苦労してきた偉人の方々について調べる

とか、斗南開拓にかかわる歴史、斗南藩にかかわ

る歴史等について総合学習で子供たちは一生懸命

学習して、そういう地域に貢献した方々の歴史に

ついて学習しております。

高校の日本史につきましては、やはり小学校、

中学校で日本の歴史を学習してくるというふうな

ことで、高等学校では日本史が必修にならないで

世界史が必修になっているという現状でございま

す。文部科学省のほうといたしましても、やはり

冨岡幸夫議員のご指摘のように、日本の歴史をさ

らに勉強していただきたいという意図もありまし

て、今年度新学習指導要領では近・現代史にかか

わる学習に重点的に時間を配分してこれから取り

組む予定でおります。

今冨岡幸夫議員のように、特に歴史教育につい

て重点的に何かをやっていただきたいというふう

な部分につきましては、教育委員会としてはお答

えできない部分もありますけれども、新学習指導

要領、現行の法規に照らしてむつ市の子供たちの

社会科の学習、歴史に興味を持つような子供たち

の育成のために各学校に指導して、機会あるごと

に歴史教育の重要性についてお話ししていきたい

なと、そう思っております。よろしくお願いいた

します。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番（冨岡幸夫） 今お答えいただきました。非

常に近・現代史について新たに教えていく用意、

幅があるというようなことで、力の入れ方がわか

ったような気がいたします。

そこで、やはりそれ以上のことということにな

、 、りますと 市長のところへ行くわけですけれども

実は私、近・現代史、いかに重要なのかというよ

うなことは、日々マスコミに報道されております

けれども、近隣諸国の圧力であったり領土の問題

であったり、さまざまなことで我々は国に任せて

おけばいいというようなことにはならなくて、そ

れぞれに意識はきちんと持っていかなければだめ

だと、こういうふうに私は思っております。

私がこういうふうに歴史について勝手に熱く語

るきっかけになったのは、きっかけではないです

ね、最も興味を抱いた、引かれた人物がありまし

て、これ歴史街道2006年の８月号、白洲次郎をメ

ーンにした特集の雑誌であります 「マッカーサ。

ーを叱り飛ばした男 「プリンシプル」を貫く生

き方」ということで、市長ももちろん当然ご承知

でありますし、一昨年はＮＨＫのあれはドラマス

ペシャルでシリーズでやっておりました。やはり

吉田茂の懐刀、大参謀でありまして、あのサンフ

ランシスコ条約のときに、吉田茂氏が演説をする

ときに、当初は英語でスピーチをするという予定

を、彼が、何で戦争に負けただけで奴隷になった

わけでもないのに屈しなければならないのだと、

日本語でやれというようなことで、一夜にして原

稿を書きかえたというエピソードの持ち主であり

ます。そういう男の気骨といいますか、男の中の

男というところに私もほれた一人でありますけれ

ども、歴史をつくってきたというのがメーンにあ

る人ばかりでなくて、本当にたくさんの人間がお

ります。そういうことを踏まえて、一つ一つ踏ま

えていくという勉強も学校で幅を広げて教えても

らえればありがたいなというふうな思いをしてお

ります。
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もう一つ、これは東大の加藤陽子という教授の

「それでも日本人は「戦争」を選んだ」という本

であります。この教授が前書きで、ちょっと読ま

せていただきますけれども、前段、東大の学生に

教えながら日々感じる疑念は、まずは教養学部時

代に文系と理系に分かれ、さらに工学部、経済部

へと進学者が分かれた後の文学部の生徒だけに日

本近・現代史を教えるのでは遅いのではないかと

いうふうなことで、若いうちから、鉄は熱いうち

にたたけというようなことの意味合いで言われて

いるわけであります。

そして、これからの日本の政治は、若年層びい

きと批判されるくらいでちょうどよいと腹をくく

り、若い人々に光を当てていく覚悟がなければ公

正には機能しないのではないかと思われている。

教育においてもしかり、若い人々を最優先として

早期に最良の教育メニューを多数準備することが

肝心だというふうなことを前書きで書いているの

。 、 、です この先生は 近代史でなぜ有能な日本人が

頭脳の持ち主が戦争しかないと思って進んでしま

ったのかということで、近・現代史をつづってお

ります。

我々は、やはり歴史に学ぶといいますか、戦争

について語り過ぎるということは余りよくありま

せんけれども、やはり戦争を、第２次世界大戦を

踏まえると、その後朝鮮動乱後に日本の復興があ

ったと。その後、先ほど言われた東京オリンピッ

クでそういうふうに日本の復興がなされてきた

と、そして現在に至っているというようなことで

ありますので、そういうところの思いをもっとも

っと子供たち、親も自覚しながら子供たちに教え

ていくということがなされなければならないと、

こういうふうに思うわけですけれども、市長のご

感想をちょっとのぞかせていただきたいと思いま

す。

〇議長（村中徹也） 教育行政の範疇外で答弁を認

めます。市長。

〇市長（宮下順一郎） 時間の関係上、かいつまん

でお話をさせていただきます。

今後段のほうで冨岡幸夫議員、歴史観、そして

国家観というふうな流れがございました。冒頭国

家百年の大計ということで、防衛と教育というふ

うなお話がございました。そのさまざまな部分で

本日の一般質問、ご意見の中で、今の国の形、国

のあり方、教育は教育、別として、そういうふう

な形、青少年に対してのさまざまな行政としての

かかわりのあり方、そういうふうなものを警鐘と

してきょうはご意見として伺いました。

国家観については、私と非常に根底相通ずると

ころがある冨岡幸夫議員であるなと、こんな思い

をいたしたところであります。感想を述べさせて

いただきました。

〇議長（村中徹也） 28番。

〇28番 冨岡幸夫 時間がありませんで 先日 医（ ） 、 「

介補」という言葉、初めて聞きました。市長、ご

存じですか。沖縄に制度として特有にあったとい

う、お医者さんが少なかったから、お医者さんの

かわりではないですね、国家試験を受けながら補

助をすると、診療所を開いて患者さんを診てもい

いよというような制度であります。最後の医介補

が2008年にやめたと、廃業したということでドラ

マ化されて、そういう歴史すら私も全くわかりま

せんでした。ですから、まだまだわからないこと

がいっぱいあるというようなことであります。で

すから、その戦争について、悲惨なことがたくさ

んありましたけれども、戦争があって物が言えな

、 、くなった日本なのか そうでないのかは別として

平和は願っていかなければならないというような

ことであります。

最後に、ことしの原爆記念日に平和の誓い、こ

れを子供たちがあの会場で、あれは外国人の要人

が初めて来たという席で言ったわけですね 「ぼ。
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くの大すきな街、広島。緑いっぱいの美しい街で

す。65年前の８月６日、午前８時15分。人類史上

初めて、原子爆弾が広島に落とされました」……

〇議長（村中徹也） 時間が来ております。簡潔に

お願いします。

〇28番（冨岡幸夫） 「一瞬のうちに奪われた尊い

命 変わりはてた家族の姿 このような形で ヒ。 」、 「

ロシマに生きるぼくたちの使命は、過去の悲劇か

ら学んだことを、世界中の人々に伝えていくこと

です」と、こういうふうに結んであるわけです。

我々はその広島に……

〇議長（村中徹也） 時間です。簡潔にお願いしま

す。

〇28番（冨岡幸夫） いた子供たちの思いだけでな

くて、ぜひとも伝えてまいりたいと、こういうふ

うに思いますので、よろしくお願いしたいと。あ

りがとうございました。

〇議長（村中徹也） これで、冨岡幸夫議員の質問

を終わります。

昼食のため午後１時20分まで休憩いたします。

午後 零時１２分 休憩

午後 １時２０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎横垣成年議員

〇議長（村中徹也） 次は、横垣成年議員の登壇を

求めます。５番横垣成年議員。

（５番 横垣成年議員登壇）

〇５番（横垣成年） むつ市議会第206回定例会に

当たり、幸せを共に産み出す党、日本共産党、横

垣成年が一般質問を行います。市長初め理事者に

おかれましては、前向きのご答弁、よろしくお願

いをいたします。

さて、昨年８月に民主党政権が誕生して１年４

カ月が経過いたしました。民主党を支持する知識

層の嘆きが始まっております。菅内閣になって加

速する民主党政権の自民党路線への回帰を受け、

山口二郎北海道大学教授は 「十数年間ひたすら、

民主党による政権交代を叫んできたので、リフォ

ーム詐偽の片棒を担いだようで身の置きどころが

ない」と述べ、消費税増税や法人税減税、環境政

策に至る選挙公約や野党時代の政策を次々覆す民

主党政権に不満をぶつけております。菅首相が政

界入りする前からの知り合いである田中秀征元経

済企画庁長官は 「9.1兆円の税金の無駄遣いをな、

くすという民主党に私も昨年衆議院選で１票入れ

た。ところが、舌の根も乾かないうちに消費税増

税を持ち出した。これは許せない。かつて菅さん

、 」を政界に誘ったのは私だが 堪忍袋の緒が切れた

と言っております。

どんどん高くなる税金、保険料や負担金、その

一方少ない年金、働いても正社員になれず簡単に

首を切られる若者、衰退する地方経済などという

国民の大変な状況を解決する政策を何ら持ち合わ

せていない政党であることが日々明らかとなって

きました。民主党への国民の期待は瞬く間に失望

に変わり、今や失望は民主党の裏切りへの怒りに

変わっております。

民主党の裏切りはなぜか。昨日も浅利議員がお

っしゃっておりましたが、政党として国民に責任

を負う仕組みと構造と体質がないのが一因だそう

であります。これからいろんな政権が誕生するこ

とでしょう。その政権がアメリカや財界の操り人

形である限り、短命政権に終わることは間違いな

いと思います。

東北新幹線が全線開通いたしました。経済波及

効果が期待されておりますが、多くの課題が残さ

れました。東北新幹線、北海道新幹線に関する青

森県の負担は、約2,600億円と見込まれておりま
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す。また、青い森鉄道開業の初期投資が84億円、

鉄道資産買い取りが80億円、さらに赤字対策で毎

年16億円の県の持ち出しが見込まれております。

ＪＲ東日本は公的な会社であり、国民の足を確保

する責任のある会社であるにもかかわらず、ＪＲ

東日本は青い森鉄道部分の経営を簡単に放棄いた

しました。こんなことがそもそも許されるのでし

ょうか。ＪＲは、国鉄からほとんど無償で全財産

。 、を受け継ぎました それを青森県が買い取るとは

これも話ができ過ぎです。盛岡までの新幹線整備

、 。 、では 地元負担は何もありませんでした しかし

青森県は約2,600億円もの地元負担をしなければ

ならないという差別的な扱いをされ、さらに青い

森鉄道を押しつけられたという現実を青森県民は

もっと考えていく必要があります。きちんと考え

ておかないと、同じようなことを次から次へとや

られかねません。

そもそも当初は六ヶ所再処理工場を受け入れた

。 、ら新幹線を通すという話でありました 青森県は

六ヶ所再処理工場受け入れを決めました。次に青

森県は、新幹線の地元負担を受け入れないと新幹

線を通さないという話をされました。青森県は、

さして抵抗することなく地元負担を受け入れまし

た。話が違うよと言えないおとなしい青森県民だ

からできる芸当だとある県民は言っておりまし

た。今の世の中、おとなしく、行動できず、黙っ

ていると損をする場面が多くあります。新幹線が

通ったということで、差別的な扱いを忘れてしま

うのでなく、青森県が差別的な扱いをされたとい

う現実を県民が直視し、今後の青森県のあり方を

考えるきっかけとなることを願うしかありませ

ん。

さて、質問の１点目でございます。原子力関連

の諸問題についてです。六ヶ所再処理工場は、試

運転の最終段階での高レベル放射性廃棄物ガラス

固化製造工程で溶融炉でのふん詰まり、高レベル

、 、廃液漏れ事故で行き詰まり 日本原燃は９月９日

竣工時期を今年10月から2012年10月に延期すると

発表しました。何と18回目の２年間の延期であり

ます。17回目の延期についての私の質問に対し市

長は 「市といたしましては、改めて国や県、事、

業者に対して意見を申し入れるまでもないと考え

ているところでありますし、同時に安全確保を第

一義として、一刻も早く再処理工場のふぐあいが

解消され、早期に復旧、本格操業へと移行するこ

とを願っているところである と述べました 18回」 。

目の延期に対し、市長はどういう考えを持ってい

るのかお聞きいたします。

、 、また 六ヶ所再処理工場の操業が不可能となり

再処理というサイクルが回らなくなったら関根に

ある使用済燃料中間貯蔵施設はどのようになるの

かお聞きをいたします。

質問の２点目、市長の行政運営のうち、公平公

正な行政運営についてであります。11月15日付の

報道によると、宮下市長の連合後援会長に医療法

人章士会の理事長である三上氏が選出されたとい

うことでありました。行政と直接かかわりがない

のであれば何ら問題はないものと思います。医療

法人章士会は、2009年４月１日から宮下市長が管

理者となっている下北医療センターの大畑診療所

の指定管理者となりました。偏った行政運営とな

らないのでしょうか。指定管理はもとより、仕事

の発注や委託等が一部の業者に偏っているのでは

ないかという市民の声があります。ある自治体で

は、指定管理者制度導入を名目に、選挙等に協力

的な民間企業やその経営者の便宜を図っていると

して首長を監視する運動が起こっております。公

平公正な行政運営のため、市長が力を入れている

点は何でしょうか。また、公平公正な行政運営を

していると市民は評価していると思うか、お聞き

いたします。

市長の行政運営のうち、市政だよりについてで
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あります。市政だよりには、市長が頻繁に掲載さ

れ、むつ市でなく市長の広報紙だという市民の意

見があります。市政だよりはどのような編集方針

となっているのでしょうか、改めてお聞きしたい

と思います。また、市民の意見が反映されるよう

、 。になっているのでしょうか お聞きをいたします

質問の３点目、自然に親しみ、自然を知ること

ができる都市公園づくりについてであります。都

市公園づくりとして目指しているものは、どうい

うものがあるのでしょうか。現在の公園は、市民

に啓蒙するものは何もないと思います。例えば水

源池公園には幹周りが１メートルを超えるヒバが

２本ありますが、樹齢何年なのか、ヒバなのかど

うかもわかるすべがありません。幹周り２メート

ルぐらいにもなる杉の大木もたくさんあります

が、何も解説がありません。また、水源池公園は

いつから公園となったのかもわかるすべがありま

せん。市民の憩いの場はもちろんでありますが、

例えば公園にある樹木や植物の名前や由来、樹齢

何年とか、薬草に使える植物であれば効能が何に

あるとかがわかるような解説プレートを設置して

みたらいかがでしょうか。自然に親しみ、自然を

知ることができる公園となります。お聞きをいた

します。

、 。質問の４点目 自然保護についてでございます

スノーモービル乗り入れ規制区域等についてで

す。むつ市初め下北半島でのスノーモービル乗り

入れ規制区域はどのようになっているのでしょう

か。なぜスノーモービル乗り入れの規制をしてい

るのか。むつ市内初め下北半島でのスノーモービ

ルの普及台数、所有実態はどうなっているのか。

規制区域でのスノーモービル乗り入れはあるもの

なのか、ないものなのか。あるのであれば、対策

はどうなっているのか、所有者へのモラルの徹底

はどのようになっているのかお聞きいたします。

以上、壇上の質問といたします。よろしくお願

いをいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員のご質問にお答え

いたします。

初めに、原子力についてのご質問でございます

が、まず六ヶ所村にあります日本原燃株式会社の

再処理工場について、その竣工が２カ年延期され

たことについてのご質問であります。再処理工場

の経過につきましては、昨年９月のむつ市議会第

201回定例会において、横垣議員から中間貯蔵施

設の諸問題についてのご質問に対する答弁の中で

同様のお答えをしておりますことから、一部重複

いたしますことをあらかじめご了解いただきたい

と存じます。

再処理工場は、竣工に向け、これまで科学薬品

やウランを用いる試験を終え、平成18年３月より

最終段階の使用済燃料を用いたアクティブ試験を

行っているところでありますが、日本原燃ではト

ラブルが相次いだことから、たびたび工程の見直

しを行ってきており、この９月には竣工を２年延

期し、平成24年10月としたところであります。今

回の延期は、アクティブ試験について、安全を最

優先し、慎重に進める、またアクティブ試験を確

実に成功させるとした２つの基本的な考えのも

、 、と 時間をかけて取り組むこととしたことにより

延期期間が２カ年となったとされるものでありま

す。私といたしましては、原子燃料サイクル事業

が我が国のエネルギー安定供給のために特に重要

であることを強く認識しており、原子燃料サイク

ルのかなめである再処理工場の竣工が多少時間を

要することとなっても、日本の科学技術の総合力

を持って取り組むことでサイクルの輪が完成する

ものと期待しているところであります。

次に、原子燃料サイクルが回らなくなったら中

間貯蔵施設はどうなるのかとのお尋ねについてで
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ありますが、原子燃料サイクル事業の確立は、本

年６月に閣議決定されたエネルギー基本計画に示

されておりますとおり、限りあるウラン資源の有

効利用と放射性廃棄物の減量化につながるエネル

ギー安全保障上の重要な取り組みで、我が国の原

子力政策の基本的方針であります。

むつ市に建設されております使用済燃料中間貯

蔵施設は、原子燃料サイクル事業に柔軟性を付与

する重要な施設であり、エネルギー基本計画にお

いても、さらなる中間貯蔵施設の立地に向けた取

り組みの強化が示されておりますことから、その

。 、重要性が高まったものと認識しております また

先月中旬に開催されました青森県知事と関係閣僚

が意見を交わす核燃料サイクル協議会の場におい

ても、原子燃料サイクルは中長期的にぶれない確

固たる国家戦略として進めていくと確認されてい

るところでありますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。

次に、市長の行政運営についてのご質問の第１

点目、公平公正な行政運営についてお答えいたし

ます。私は、就任当初から地方自治行政の根本理

念のもと 「まちづくりの主役は市民」を掲げ、、

一貫してその実践に努めてまいりました。公平公

正な行政運営に不可欠なものは徹底した情報公

開、市民との情報共有であり、それを支えるため

の説明責任の履行であると考えますし、さらにそ

れが基となって市民協働・参画による自治の実

現、究極的には住民福祉の増進が図られるものと

認識しているところであります。また、当然なが

ら法令遵守の徹底も欠かせないものであります。

そのような取り組みを意識して行うことで得られ

る市民の信頼を糧とする行政を行うこと、すなわ

ち市民からの負託に答える行政運営を行うことが

真の市民本位の行政と言えるものであり、公平公

正の担保となるものと心得ております。横垣議員

ご指摘の事例につきましても、法令などからして

も何ら問題とするべきことのないものであると認

識しております。

次に、私の行政運営についての第２点目、市政

だよりについてどのような編集方針となっている

のか、また市民の意見が反映されるようになって

。 、いるのかとのご質問にお答えいたします 初めに

市政だよりの発行に係る取り扱いにつきまして

は、むつ市広報広聴事務取扱規則及びむつ市広報

紙取扱要綱の規定に基づき実施しているところで

あります。編集方針といたしましては、市議会に

関する事項、市の行政事務及び諸行事に関する事

項、市民生活の向上に関する事項などについて、

関係部局間で掲載記事の選択、掲載内容の検討な

どの協議を加えながら、単に平板なお知らせ的な

内容とならないよう、市が現在どのような課題に

取り組んでいるのか、今後どのように取り組んで

いくのかといったことも念頭に置き、かつ市長の

活動状況などをわかりやすくお伝えできるよう

、 、 、に 写真やイラスト 図表などを取り入れるなど

いわゆる見える化を図りつつ、紙面の構成に創意

工夫を凝らしながら編集しております。

次に、市民の意見が反映されるようになってい

るのかとのことでありますが、これまでも市長へ

の手紙、電話、そして取材活動の場面など、さま

ざまな機会をとらえて寄せられる市民の皆様から

のご意見、ご要望を踏まえた紙面づくりに努めて

きております。今年度からは、市民の情報を紙面

づくりに生かす市民参加型広報とするため 「情、

報ポケット」というコーナーを新たに設け、市民

の皆様から寄せられた情報をコンパクトにまとめ

た形で掲載するなど、市政だよりをより身近に感

じていただけるような紙面づくりを心がけて取り

組んでいるところであります。私は、現在のむつ

市を多様な切り口から知っていただくこと、そし

て今後のむつ市がどのようになっていくのかが思

い描けるような情報をお知らせすることが広報紙
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の大きな役割だと思っておりますし、市民協働・

参画を仰ぐうえでの大前提であろうと認識してい

るところであります。これからも市長への手紙や

市のホームページなどによる市政だよりに対する

市民の皆様からのご意見、ご要望などを踏まえ、

市民が必要とする情報を効果的にわかりやすく伝

えるとともに、市民参加の紙面づくりに努め、市

民の皆様から愛され、親しんでもらえるようなむ

つ市政だよりとなるよう取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、ご質問の３点目、都市公園についてお答

えいたします。まず、公園は都市での生活空間と

して安らぎの場であり、健康増進やレクリエーシ

ョンの場でもあります。また、災害時には避難場

所としての機能をあわせ持つ施設として整備を図

ってまいりました。また、今後につきましても、

自然と人間が共生する緑豊かな生活環境を形成す

るために計画的に公園の維持管理及び整備を図っ

てまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

さて、お尋ねの自然に親しみ、自然を知ること

ができる公園づくりについてでございます。これ

からの公園づくりは、今後迎える少子超高齢化社

会に向け、子供たちからお年寄りまでが気軽に立

ち寄れる憩いの場、すなわち年代を超えたコミュ

ニケーションの場としての機能も兼ね備えた施設

として整備していかなければならないと考えてお

ります。その公園の中で自然に親しんだり自然を

知ったりすることができるという試みがこれまで

も公園におきましては、木の種類や名称、草花の

。 、名称を掲示したことがございます しかしながら

専門知識を有している職員がいないこと、維持管

理作業において撤去され、掲示されていないもの

。 、があることも承知しております だれもが楽しめ

自然と触れ合い、それを知ることができる公園と

するためには、専門家のご指導を仰ぎながら、樹

木等のネームプレートの整備、また薬草やキノコ

など、季節の植物等の植生をパネル等に掲示して

まいりたいと考えております。

、 、また 今後は学校の校外学習等に活用するなど

市民の皆様が公園を楽しむ機会の創出を検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

次に、自然保護についてのご質問にお答えいた

します。ご質問の第１点目、むつ下北半島でのス

ノーモービル乗り入れ規制区域の現状はどうか、

またスノーモービル乗り入れ規制の意味は何かと

のお尋ねでございますが、下北半島ではスノーモ

ービル乗り入れを規制している区域がございます

が、その範囲は自然公園法に基づき下北半島国定

公園内の特別保護地区がその対象となっており、

具体的には恐山の外輪山であります大尽山を中心

とした区域と、仏ケ浦を中心とした下北半島西端

部の区域の合計1,798ヘクタールであります。同

法に違反した者は、６カ月以下の懲役または50万

円以下の罰金が科せられることとなっておりま

す。

規制している意味は、もちろんスノーモービル

等の無秩序な使用は自然環境に悪影響を与えるこ

ととなるからであろうと考えております。

次に、ご質問の第２点目、下北半島でのスノー

モービルの普及台数、所有実態はとのお尋ねでご

ざいますが、市としてはその実態は把握しており

ません。スノーモービルスポーツの健康な育成を

目指す日本スノーモービル安全普及協会の会員シ

ョップとして唯一市内にありますお店に問い合わ

せをしましたところ、これまでの納品台数はスキ

ー場等公共施設を含めて50台程度とのことでござ

いました。

次に、ご質問の第３点目、規制区域に乗り入れ

している実態はあるのか、あるとすればその対策

についてどう考えるかとのお尋ねでございます
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が、規制区域に乗り入れしている実態、言いかえ

れば法律違反の実態ということになりましょう

が、その事実についても把握しておりません。横

垣議員ご指摘の事実があるとすれば、大変遺憾な

事態であると考えますので、第一義的には国定公

園事業を執行する県が対応すべき事案であると考

えますが、啓蒙活動など、市としてできることが

あるかどうか検討していきたいと考えますので、

議員のご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 再質問は、順不同になること

をお許し願いたいと思います。

まず、質問の３点目でありますが、自然に親し

み自然を知ることができる都市公園についてであ

、 。りますが これは要望を述べさせていただきます

大変前向きな答弁でありがとうございます。さ

らに、私の思いですが、例えば早掛沼公園に行っ

たら、下北にある樹木だとかいろんな植物をほと

んど見ることができる、触れることができる、そ

ういうふうな公園づくりをできれば目指してもら

えれば、先ほど学校の校外活動にも利用したいと

いうふうな話もありましたので、大変すばらしい

公園になるかなと思いますので、ぜひそういう公

園を検討してもらえればなというふうに思いま

す。以上、公園については要望だけ述べさせてい

ただきます。

あと、４点目のほうに移りたいと思いますが、

スノーモービルの乗り入れについてですが、私は

冬山でも山スキーでたまに登っているので、結構

見かけました。当初は、乗り入れ規制というのが

余り頭になかったので、乗ってもいいのかなとい

うふうに何も疑問を感じなかったのですが、いろ

いろ調べているうちに、今国定公園の中では乗り

入れ規制をしているし、北海道はすごい規制をか

けております。まさに北海道のほうはスノーモー

ビル先進地で、そういう規制を知らないスノーモ

ービラーが山に入ってブンブン、ブンブン乗り回

していたというので、かなり規制をかけて、今は

ほとんど落ちついたような状況になっておりま

す。ところが、東北とかはそこら辺の意識がまだ

薄いということで、下北半島ではまさかそういう

のはないなと思っていたら、実際私も山に入った

らそういう方に出会ったことがありましたので、

ぜひ市としても対策をしてもらいたいなというふ

うに思います。

県の管轄だという話もありましたけれども、ぜ

ひ市と県と共同して、大体乗り入れする乗り入れ

口というのが恐山のゲートを張るところ、それと

あと大畑の薬研、あと川内の湯野川がスノーモー

ビラーが簡単に入れる入り口かなというふうに思

いますので、そこら辺に例えば「スノーモービル

乗り入れはご遠慮ください 、こういうのを今北」

海道とか東北の月山だとか、そういうところでは

こういう掲示をしているのです。やっぱりこうい

う掲示をできれば３カ所、最低でも恐山のゲート

のところに何か設置してもらうことができないか

なというふうに思っているのですが、ここのとこ

ろ、ちょっとお聞きいたします。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 国定公園事業を執行する県

が対応すべき事案であると考えますが、啓蒙活動

など市としてできることがあるかどうか、これか

ら検討していきたいと、このように思います。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） ぜひよろしくお願いをいたし

ます。

私の知り合いの山仲間なのですが、その方がた

、 、 、またま大湊から釜臥山 そして大尽山 朝比奈岳

そして薬研という冬山を縦走した方がいるのです

が、この方が、何とスノーモービルを朝比奈岳の

ところで11台目撃したということを言っているの

です。私これ知るまで、１台かそのくらいかなと
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思って、大した騒ぐ問題でもないなと思ったのだ

けれども、11台で連なって、すばらしい自然の中

を乗り回しているということで、これは大変な問

題になるなということで、ぜひとも市のほうとし

ては前向きに対処してもらいたいなというふうに

思います。

それでは、次の質問に移ります。質問の２番目

の市政だよりについて、ちょっとお聞きしたいと

思います。壇上では、むつ市でなく市長の広報紙

だという市民の意見をちょっとご紹介させてもら

ったのですが、私もこの意見を市民から聞くまで

余り気にしていなかったのです。実際例えば市政

、 、 、だより10月25日号を見ると １面が市長で １つ

２つ、３つ、４つ、５つというふうに、６つぐら

いかな、７つかということで、市長の写真が７つ

も載っていて、ちょっと注意して見たら、やっぱ

りこういう状況で、ああ、市民は結構見ているの

だなというふうに思って。こういうふうに市民の

意見がありますものですから、よく見たらやっぱ

りこれについては７カ所も市長の顔が載っていた

ということです。

改めて聞きたいのですけれども、これは市長が

なるべく載せてほしいとかということで、そうい

うふうに何か指示しているものかどうか、ちょっ

と確認させていただきます。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 10月25日号の、ちょっと見

えましたけれども、むつ工業高校のおでかけ市長

室の際の10月25日号をお示しになったようでござ

いましたけれども、それは私の顔ではなくて、子

供たちが一緒に入っている写真でございまして、

私が１人で、例えば横垣議員も多分選挙の際はお

使いになると思うのですけれども、選挙ポスター

みたいに顔をぐんとクローズアップして、それだ

けをとらえたというふうな記事はこれまで一度も

掲載されたことがないように私は記憶しておりま

す。やはりさまざまな行事に私は頻繁に、ほとん

ど案内あるところにおいては重複しない限り、ま

た時間を調整したりする中で、市民の皆さんのと

ころにお出かけをし、またおでかけ市長室とか出

前講座だとか、さまざまな形で市内全般の行事に

出席をさせていただいております。その際に活動

している様子がそういうふうな形で掲載をされて

いるというふうにご認識をしていただければなと

思います。７カ所もというふうな言い方ですけれ

ども、７カ所も10月25日号に一生懸命活動してい

るのだということをご理解をしていただければと

思います。前にたしか「ウォーリーを探せ」とか

というふうなあれがありましたけれども、７カ所

もよくお探しをしていただきましたことに感謝申

し上げたいと思います。私は、一生懸命公務で市

民の皆さんとの触れ合い、そして親しさを持って

いただく行政、本当に行政というのはもっともっ

と近いのだよというふうなことをご理解をしてい

ただくために、そういうふうな形で広報されてい

ると、このように理解をしております。

、 。その余につきましては 担当からお答えします

〇議長（村中徹也） 総務政策部長。

〇総務政策部長（阿部 昇） 市長答弁の補足にな

りますが、掲載の決定と申しますか、まず流れと

しまして、各所管課のほうから、広報の依頼とい

う手順を秘書広聴課長あてに文書で申し込みがご

ざいます。それを課でもんで、最終的には構成の

全容が固まった一つの原案として市長決裁をいた

だいて、毎月２回のチャンス、12月は１回ですけ

れども、市政だよりという形でお示しのような内

容になっているという次第でございますので、ご

理解いただきたいと思います。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） ということは、たまたまこう

いう形で市長が載っていたということで理解して

よろしいでしょうか。
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〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） そのような理解でいいと思

います。これを契機に、もっと載せろというふう

なことは私は言っておりません。つまり市内全域

の行事に頻繁に出させていただいて、そのときの

行事の様子を伝える、これが広報紙の一つの役割

だと、こういうふうな中で掲載をされておるもの

でございまして、例えばテレビ、それから新聞等

々、他の市町村長さんからよく言われるのは、む

つ市の市長、非常によく出ているなというふうな

お話を伺います。非常に元気がいいなと。これは

むつ市の元気につながるわけでございまして、市

政だよりの中でそうやって広報していくというこ

とは、行事に対しての関心をまず惹起してもらう

こと、そしてこういう活動をしているのだと、市

がこういう行事を行っている、活動をしている、

市長もそれに取り組んでいるのだと、それによっ

て市民と行政との距離感が縮まってくるというふ

うな役割を果たしているものと、このように認識

をしております。決して私をどんどん出せとか、

そんなことは一言も言ったことはございません。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） おでかけ市長室をやった場合

も、１面に載せたりしているのですが、こういう

紙面、悪くはないのですけれども、ただおでかけ

市長室を読むと、市長だけが何か市民の意見を聞

いたり、相談を受けているというのがかなりクロ

ーズアップされて、やっぱりイメージを受けるわ

けです。ところが、市民の意見を聞いて相談に乗

っているのは市長だけではないのです。市の職員

もその窓口でいろんな方に対応して、いろんな対

応されて解決に当たっている、そういう姿も同時

に載せるべきではないのかなというふうに思うの

です。

そして、当然我々議員も市民の意見を聞いて、

こういうふうに議会で声を届けているのですけれ

ども、そういう意味ではちょっとやっぱり市長の

側に偏った紙面になっているかなと。ですから、

先ほど壇上で紹介したような市長の広報紙だとい

うふうな市民の意見が私の耳まで届いてきてしま

っているのではないかなというふうに思いますか

、 、ら それは市長のおでかけ市長室もいいのですが

できれば職員の奮闘の状況なんかももっと載せて

もらいたい。そして、市長でなくもっと市民の顔

を一人でも多く載せる、そういう紙面にするべき

ではないのかなと、ここのところを要望して次の

質問に移りたいと思います。

さて、２点目の最初のほうの公平公正な行政運

営についてであります。11月15日付で三上さんが

連合後援会の会長と、別にこれは何も法的に問題

はないのかなというふうに思いますが、ただ問題

になるのはやっぱりそういう後援会長がここのむ

つ市ではないけれども、下北医療センターのほう

の指定管理者になっているという関係で、壇上で

も紹介しましたが、今結局指定管理者導入を名目

に選挙等に協力的な民間企業やその経営者の便宜

を図っているとして、いろいろ市民団体が監視を

し出している。逆にそういう形で何か首長がいろ

いろ動きをしているというふうに考えるのです

が、それを危惧している市民の声があるのです。

さっき情報の共有、公開、これを強調しておりま

したが、やっぱりそこをそうでないよというふう

に、市長のほうで、それをきちんと解消するよう

な情報の共有、公開をしっかりとしていかなくて

はいけないと私は思っております。

それに入る前、私がちょっと問題かなと思って

いるのが脇野沢農業振興公社への5,000万円の貸

し付けなのです。これは、行政として公平なのか

なというふうにちょっと首をかしげるものですか

ら、これは民間ではあり得ない無担保無補償で

5,000万円を貸し付けしていると。しかも、これ

回収の見込みがない場合でもだれも責任とらない
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というふうな、こういう我々の大切な税金が無担

保無補償で貸し付けされている。こういう貸し付

けは、例えばほかのほうの団体でも何か要請あれ

ば同じように検討するものなのでしょうか、それ

ともここだけが特別なのでしょうか。そこのとこ

ろをちょっと基準をお聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 脇野沢農業振興公社、これ

は全く個人ではございませんし、全く民間の団体

でもございません。公社というふうな形で行政と

して取り扱っている部分でありまして、この

、 、5,000万円の貸し付けは たしか昨年度の議会で

この議場で御議決をいただいて実行しているもの

でございます。十分説明をそのときにはしている

はずでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 説明云々ではなくて、議決さ

れたからすべてがいいというのではなくて、市民

から見て、やっぱりちょっと公平さに欠ける税金

の使い方ではないかなというふうな意見があるも

のですから、今これをお聞きしたのです。

民間ではない、振興公社だと。しかも、これは

理事長が野戸谷副市長ということになっておりま

すよね。そこの確認をさせていただきます。脇野

沢農業振興公社の理事長はだれになっているので

しょうか。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 経済部長、櫛引恒久でござ

います。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 結局市の部長クラスが、その

公社に行って責任をとって、責任者となっている

からそういう5,000万円の貸し付けが可能だった

と。これは民間ではこういうのはあり得ないわけ

ですよね。やっぱりこういうところが市民から見

れば、ちょっと公平でないなというふうな見方を

するわけです。それは議会で議決されたからいい

のではないかというのとはまた別の考えで。です

から、ただ三上さんが後援会長になったと、指定

管理者。今度市長の応援団の先頭に立つわけでし

ょう、この三上さんが。今脇野沢農業振興公社と

は違う話で、大畑診療所の指定管理者となってい

る三上お医者さんが、今度市長の応援団、先頭に

立つわけですよね。ところが、下北医療センター

のほうからお金を、指定管理料をもらって経営し

ている方、結局我々の税金が使われている、そこ

の団体の管理者をしている。本当にこれまずい構

。 、図ではないかなというふうに思うのです だから

それを公平公正な行政運営というふうにしっかり

担保するためには、先ほど市長も冒頭で言いまし

た。情報の共有、公開、これを本当に徹底するこ

とが市民の理解を得る市政運営になるのではない

かなと私は思うのです。

指定管理者の指定に当たって、むつ市だとか青

森県内いろいろ調べていると、かなり甘いのです

けれども、例えば群馬の伊勢崎市はかなり厳しい

ハードルを設けています。例えば欠格事項という

のを設けているのです。宗教活動または政治活動

を主たる目的とした団体はだめだとか、特定の公

職者、候補者を推薦する、そういうことを目的と

した団体はだめだとか、あと議員が代表になって

いる団体は指定管理者となることはできない、こ

ういうふうな規定を設けて指定管理制度を導入し

ている自治体があるのです。だから、やっぱりこ

ういう方向にむつ市もやっぱりいく必要があるの

かなというふうに思うのです。こういうのをやる

前に、やることを前提に、私もいろいろまだ勉強

不足だけれども、市の行政改革実施計画では自治

基本条例を今検討しております。そこには、こう

いうものを含めたものをいろいろ検討していくの

だろうとは思うのですけれども、この自治基本条

例について市長はどういうふうに考えております
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か。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下順一郎 指定管理を受けている方と

私の連合後援会というふうな、まだ連合後援会自

体が正式に登録をしているものでもございませ

ん。発足をまだしておりません。ただ、11月14日

に私との語る会の中で会場からご発言があり、そ

してそういうふうな形にしていこうというふうな

話があったわけでございまして、ただそれは私の

例えば後援会長が指定管理を受けているというふ

うなことでは、前後がちょっとおかしゅうござい

ますので、その部分については十分ご理解をして

いただきたいと思いますし、今さまざまご指摘を

いただきましたけれども、法令などからして何ら

問題とするところでないと、このように考えてお

ります。

また、自治基本条例のお話をいたしましたけれ

ども、この部分におきましては、これまで何回か

お話をしてきました。平成24年度の、仮称であり

ますけれども、協働のまちづくり会議、協働・参

画というふうな部分でご答弁、今定例会でも２回

ほどお話をさせていただいたかと思いますけれど

も、その中でこの自治基本条例の制定の要否を含

めて検討をしましょうと、こういうふうな考え方

でございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 自治基本条例、要否を含めて

と、それはむつ市行政改革実施計画の中身はそう

ですけれども、市長自身のこの自治基本条例につ

いてどういう思いがあるのか、そこをちょっとお

聞かせ願いたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 要否を含めて検討していた

だくと、そういうふうなことでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） ということは、市長自身も自

治基本条例の中身は余りご存じないのかなという

ふうに、私はその中身も含めてお聞きしたのです

が、そういう答弁で、余り中身ご存じでないかな

というふうに思います。市長、自治基本条例、最

初につくったところは北海道ニセコ町ですね。そ

のニセコ町でつくった自治基本条例をぜひむつ市

に取り入れてもらいたいと要望したいと思いま

す。

読めば、まず目的として 「この条例は、ニセ、

コ町のまちづくりに関する基本的な事項を定める

とともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の

権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ること

を目的とする」としております。町長の責務とい

うことで 「町長は、町民の信託に応え、町政の、

代表者としてこの条例の理念を実現するため、公

正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの

推進に努めなければならない」と。ぜひこういう

文言が、今市長が検討している自治基本条例の中

に盛られることを期待して、次の質問に移りたい

と思います。

次に、最後でありますが、１番目の原子力に関

する問題であります。まず、18回目の延期、これ

は本当に異常な事態だと私は思います。市長から

は、余りそういう感じの答弁がなかったのであり

ますけれども、これ17回目の延期のときに何と言

っていましたでしょう この日本原燃の方は 現、 。「

在の溶融炉について設計の問題点はない。運転工

法の問題だ」と。人間が動かす、それだけの問題

だと言ったのです。ドイツ、アメリカ、フランス

からの知見を反映し、オールジャパン体制でじっ

くりと取り組んでいく、不退転の決意を披露した

のです。ところが、何と18回目の延期。不退転の

決意を表明したばかりなのに。この六ヶ所再処理

工場が結局動かないとなると、私が２番目に聞い

たのですけれども、中間貯蔵施設はどうなるのか

というのでちょっとお答えがなかったのです。だ
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から、この六ヶ所再処理工場が稼働できなかった

ら中間貯蔵施設はどうなるのでしょうか、これ再

度お聞きしたいと思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 先ほど原稿で答弁をいたし

ました 繰り返しお話をさせていただきます 次。 。「

に、原子燃料サイクルが回らなくなったら中間貯

蔵施設はどうなるのかとのお尋ねについてであり

ますが、原子燃料サイクル事業の確立は、本年６

月に閣議決定されたエネルギー基本計画に示され

ておりますとおり、限りあるウラン資源の有効利

用と放射性廃棄物の減量化につながるエネルギー

安全保障上の重要な取り組みで、我が国の原子力

政策の基本的方針であります。むつ市に建設され

ております使用済燃料中間貯蔵施設は、原子燃料

サイクル事業に柔軟性を付与する重要な施設であ

り、エネルギー基本計画においてもさらなる中間

貯蔵施設の立地に向けた取り組みの強化が示され

ておりますことから、その重要性が高まったもの

と認識しております。また、先月中旬に開催され

ました青森県知事と関係閣僚が意見を交わす核燃

料サイクル協議会の場においても、原子燃料サイ

クルは中長期的にぶれない確固たる国家戦略とし

て進めていくと確認されているところであります

ので、ご理解賜りたいと存じます」と、そのよう

に先ほど壇上でお答えをしたところでございま

す。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 私は、中間貯蔵施設はそのま

ま置かれてしまうのか、それともきちんと片づけ

てもらえるのか、これが市民の大きな関心なので

す、そこのところを聞いたのです、どうなるのか

と。今は何か重要性が高まることを認識したとい

うことは、ではもっとつくることが必要だという

ことを、市長はそれ言っている内容ですか。もっ

とつくる必要があるという意味ですか、今の答弁

は。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） もっとつくるというのは、

どこにもっとつくるのかというふうなことでござ

、 、いますけれども その部分においては各電力会社

かなり関心を持っているというふうな状況は感じ

ております。もっとこれは、先ほど言いましたよ

うに重要性は高まっているというふうなことでご

ざいますので、そのところでご理解をしていただ

きたいと。

ただ、この当市の中間貯蔵施設どうなるのかと

いうふうなことで、今改めてそのご質問の趣旨が

わかりました。どうなるのかと、この中間貯蔵施

設、むつ市にできる中間貯蔵施設がどうなるかと

いうことのお答えでしたら、契約された50年後に

は撤去されると、このようなことでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） ですから、中間貯蔵施設に持

ち込まれた使用済燃料、これどこに持っていくの

、 、ですか 六ヶ所再処理工場が稼働できなかったら

そこを聞いているのです。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 稼働できなかったらという

のは、よく最近国会でもはやっているようなお言

葉で申しわけございませんけれども、仮定の質問

にはお答えはできません。しっかりとこの核燃料

サイクルの輪が、サイクルができ上がるように国

の政策も、施策もそうですし、今六ヶ所のほうで

も一生懸命取り組んでいると。それが実現される

ことをしっかりと見守っていきたいと、こういう

ことでございます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） どこに持っていくかが言えな

い。確かに国のほうが、経済産業省がここで説明

をしたときにも私が同じ質問をしたら、再処理工

場としか答えなかったです。だから、できていな
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いところに運ぶというふうにただ文字が書いてい

るだけなのですけれども、そういう先がどうなる

かわからないのにずっと、だから六ヶ所再処理工

場が動かなかったら運ぶ場所がないのです。再処

理工場が動かないわけですから。

年間800トンの使用済燃料がどんどん生まれて

いくけれども運び場所がない。そういう意味では

中間貯蔵施設が重要になったというのは国が言っ

ているのでしょうけれども、ところが、ではここ

に置いたのはずっと置かれるのかどうかがやっぱ

り地元の最大の興味なのです。そこをきちんと、

ここに運びますよという、それを市民にしっかり

説明できるような形でこの中間貯蔵施設に持って

きてほしいと、こういうぐらいやっぱり市長、国

に話をしてほしいのです、市民は不安を持ってい

ると。そういう立場で私は18回目の今回の延期の

問題で、やっぱり何か国だとか県に声を上げてほ

しいと。市民は不安を持っているから、国のほう

できちんとサイクルが回るように。それとももう

回らないのであれば、もうこの核燃のサイクルを

見直ししたほうがいいのではないかなと、そのぐ

らいまで国に、地元の住民が不安を持っているわ

けだから声を上げてほしいなというふうに思うの

、 。ですが そういう考え方はありませんでしょうか

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 横垣議員もその意味からし

て、サイクル事業がしっかりと回るようにという

ふうな根底のお考えをお持ちだということは、力

強く感じた次第でございます。私も事業者側のほ

うにはそのように、幸せを共に産み出す党という

ふうなことで壇上でお話がございましたけれど

も、その党に所属する横垣議員もサイクル事業が

順調に回転するようにというふうなことを考えて

ご質問いただいたというふうなことはお伝えをさ

せていただきたいと、このように思います。

この部分においては、むつ市は契約の中で50年

間というふうな部分がありますので、必ずここか

ら出ていってもらうと、このようなことでござい

ます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） 当初六ヶ所再処理工場、竣工

費7,600億円で完了しますよと、それが今は２兆

1,930億円。市長が好きな費用対効果という言葉

からいえば、もう全然採算合わない。今ウラン燃

料１体１億円。これ再処理したＭＯＸ燃料、今１

体買おうとすれば７億円、７倍も高い燃料。とこ

ろが、日本の電力業界は、幾ら費用がかかっても

電気料金に上乗せできる、そういう総括原価方式

でしたか、そういう形をとっているから赤字にな

ることはないのですが、それ全部国民が負担しな

くてはいけない。こういう大変費用対効果では疑

問のある事業を進めているということです。

実際日本原子力研究開発機構の岩井孝さん、現

、 、在の職員 核燃料のことを研究している方ですが

この方はもう六ヶ所再処理工場は動くことはでき

ないだろうと、自分が研究しているのですけれど

、 。 、も こういうことを明言しています だけれども

なぜ六ヶ所が動いているかというと、今あそこに

3,000トン入るプール、これが重要だから動かし

ているというふうなことを言っていました。実際

もうガラス固化体は無理であろうということを言

っておりました。だから、ほとんど稼働の見込み

はない。それを市長が国から言われて、それを当

てにしてこの中間貯蔵施設というものを受け入れ

るということに、それをそのまま疑問を持たない

で受け入れているということ自体はやっぱり、こ

このところをもう少し私は考えてもらいたいなと

いうふうに思っています。

今電力業界では、燃料電池というのもいろいろ

開発されています。そして、今電力の自由化とい

うのもどんどん進められてきております。これ自

由化をやられると、今の電力業界、みんな原発の
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費用を負担しているのです。ところが、新しく参

入した会社は、その負担を免れるのです。そうい

う意味では、新しく参入した方はかなり安い値段

で電力を売ることができる。そういう形がどんど

ん進むとなれば、この原発を抱えているというこ

。 、とがかなり重荷になってくる そういう意味では

余り将来性のある産業ではないなと。きのうは、

原子力産業がむつ市の地場産業になるということ

を強調しておりましたが、なかなか危ない橋だな

というふうに私は思っております。

そこで、市長が原子力産業が地場産業というこ

とであれば、そういう意味ではちょっと研究して

もらいたいのがあるのです。今の原発はウラン燃

料が主体なのです。それだと必ず核兵器の原料に

なるものができてしまう。逆に今の原発というの

は核兵器の副産物で平和利用ということでつくら

れてきているのです。ここが最大のウイークポイ

ント。ところが、原発の燃料となるものが生じな

い原子力発電も今開発されてきております。それ

がトリウム原発なのです。だから、そういう意味

では、市長、このトリウム原発というのを、この

むつ市に研究所をつくってほしいとか、そういう

のをぜひ声を上げてもらいたいなと。これは本当

に幾ら燃やしても核兵器の燃料となるものが生じ

ないのです。そういう大変クリーンな原発ですか

ら、同じ原発でもこういうトリウム原発というの

もあるというのをぜひ市長、これから勉強しても

らって、検討してもらって、それを発信する下北

地域にしてもらいたいなというふうに思うのです

が、ここのところをちょっと最後お聞きしたいと

思います。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、〇市長 宮下順一郎 すべての電力関係について

自然エネルギー以外のものはすべて反対かなと思

っていましたけれども、そういう意味でトリウム

、 、発電 これは将来の非常に魅力ある発電技術だと

こういうふうに私も認識しております。この部分

において、横垣議員が先導を切っていただいてご

提言を賜りましたことに感謝申し上げ、今後もし

そういうふうな機会がありましたら、さまざまな

研究機関等にもお話をさせていただきたいと。こ

の場合は、もう横垣議員も大賛成だということを

お伝えをさせていただきたいと、このように思い

ます。

〇議長（村中徹也） ５番。

〇５番（横垣成年） そういう意味で、ぜひトリウ

ム原発、市長のほうで前向きに検討するというこ

とですが、それをこの下北から発信することを本

当に前向きに検討してもらいたいと思います。

これトリウム溶融塩炉とかと正式名で言うので

すけれども、これは放射性廃棄物がほとんど燃焼

して消滅してしまう、そういう原発ですから、本

当にクリーンな原発です。これをぜひ前向きに進

めてもらうことを要望して一般質問を終わりま

す。

〇議長（村中徹也） これで、横垣成年議員の質問

を終わります。

午後２時30分まで暫時休憩いたします。

午後 ２時１９分 休憩

午後 ２時３０分 再開

〇議長（村中徹也） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎山本留義議員

〇議長（村中徹也） 次は、山本留義議員の登壇を

求めます。13番山本留義議員。

（13番 山本留義議員登壇）

〇13番（山本留義） むつ市議会、政友会の山本留

義でございます。年の瀬も押し迫ってまいりまし

た。文字どおり本年最後の12月定例会、一般質問
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のしんがりを相務めさせていただきます。

我がむつ市議会は、このたびも新人議員３人を

筆頭に、私を含めて17名が登壇いたしました。ち

なみに、この一般質問者の数は、当市の場合、こ

とし１年間、４回の定例会で54名にも上ります。

調べてみましたら、旧３市を除く県内他市では、

十和田市で52名 五所川原市で34名 黒石市で20名、 、

という状況であります。一般質問だけが議員の活

動ではありませんが、むつ市議会は市民の皆様の

負託にこたえて活発な論議、そして活発な議会活

動を展開しているものと思っております。エフエ

ムアジュールをお聞きの市民の皆様には、今後と

も旧に倍してのご支援を賜りますようよろしくお

願い申し上げまして、私の質問に入ります。

まず初めに、市長の政治姿勢についてでありま

す。市長は、昨年の市制施行50周年、合併５周年

の記念式典でのあいさつの中で、市民の一体感の

醸成と市民が誇りと夢や希望を抱いて暮らすこと

ができる魅力あるむつ市を目指して全力を注いで

いる所存と、市民のためのまちづくりへの思い、

ネクスト50へのさらなる飛躍を力強く宣言されま

した。

宮下市長は、平成19年７月15日、市長に就任以

来さまざまな形で行政手腕を発揮され、特に４市

町村の合併時における財政健全化団体転落寸前の

莫大な財政赤字24億9,000万円を解消し、総事業

費28億円を投じた市庁舎の移転事業はもとより、

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、大

湊中学校を初め市内７校の耐震化事業を総額約

19億6,000万円をかけて行うとともに、第三田名

部小学校及び第一川内小学校の改築事業に約40億

円という巨費を投じて取り組んでおられることは

特筆するべきであると思います。このほか「むつ

市のうまいは日本一」をうたい文句とした産業振

興への取り組み、オフサイトセンターの立地、む

つ警察署の移転改築などにも鋭意取り組んでおら

れます。厳しい財政状況の中、こうしたむつ市長

の将来に向けた魅力あるまちづくりの行動力、実

行力には心から敬意を表するものであり、その手

腕を高く評価するものであります。

しかし、将来のまちづくりということについて

は、私たちはやはりさまざまな困難を乗り越え、

営々と築いてきてくれた先人たちの思いもしっか

り心に受けとめて考えていかなければならないも

のと思います。

私は、市長と同じ昭和27年にこの地に生を受け

ました。そのころの時代、日本は太平洋戦争に敗

れ、全国民が国の復興に命をかけて頑張っていた

時期であったろうと思います。その後昭和39年に

は平和のシンボルである東京オリンピック、さら

には昭和45年には大阪万国博覧会を成功させ、日

本は世界に冠たる平和な経済大国として全世界に

認められ、以来今日まで他に類を見ないほどの高

度成長を掲げてまいりました。

しかし、この10年来、政府は財政難から地方へ

の交付金を削減する意図を持って平成の大合併を

推し進め、平成11年度に全国で3,332市町村あっ

た自治体が、平成22年までのわずか10年余りの間

に1,727市町村にまで統合されてしまいました。

。実に1,605の市町村の名前が消えたのであります

私たちのむつ市の合併においても、３つの名前が

消えたのであります。地域を守り、文化、伝統を

守り続けてこられたそれぞれの地域の先人たちの

思いを心に持ち続けながら、宮下市長のネクスト

50に向けたまちづくりについて、次の３点につい

てお伺いいたします。

、 、まず１点目 下北のむつ市から日本のむつ市に

そして世界のむつ市へとはどのようなまちづくり

を目指しているのかについてお伺いいたします。

市長は、就任以来各種会合のあいさつの中で、こ

のまちを下北のむつ市から日本のむつ市へとの発

言をよくいたします。そして、ことし６月にはオ
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ーストリアで行われたＩＡＥＡ国際原子力機関の

委員の国際会議に出席し、我が国の原子力立地自

治体を代表して英語でプレゼンテーションを行っ

たとお伺いし、私たちの市長は勉強家で、また努

力家で立派な人だなと思っていましたら、今度は

日本のむつ市から世界のむつ市へとの思いをお話

しされております。私としては、日本のむつ市、

いまだに道半ばの中、世界のむつ市とは夢なのか

希望なのか、余りに大き過ぎてよく理解ができま

せん。この際、市長にはその思いをよりわかりや

、 。すく 具体的にお話をしてくださればと思います

次は、２点目の７つの公約の検証についてであ

りますが、市長は杉山肅前市長の突然の死去に伴

う市長選において、３名の立候補者があった選挙

戦で、故杉山市長の政策を継承しつつ、７つの公

約を挙げ 見事に有効投票の58.05％ １万7,953票、 、

の高い市民の支持を得て初当選されました。市長

は、その市民の思いを心にこの３年６カ月の間、

市民のためのまちづくりに努力してきたことは理

解するところではありますが、市長自ら７つの公

約を検証しているのであればお伺いしたいと思い

ます。

３点目、おでかけ市長室、市長への手紙、出前

講座についてでありますが、市長は７つの公約の

一番初めに「まちづくりの主役は市民の皆さん」

とうたってあります。私は、市議会議員として市

長と15年のおつき合いをさせていただいておりま

すが、市長は市議会議員時代から市民の生活を重

んじた質問を幾度となく行ってまいりました。そ

の姿勢は今も変わりなく、多くの市民からも市長

とお話ができてうれしかったとか、市長にいろい

ろお願いができたとかの声が多く聞かれていま

す。そして、大変好評のようでありますが、でき

ましたらこの間市長が市民との対話を通して、要

望の多い順で５つぐらいお伺いしたいと思いま

す。

そして、次に大きな質問の２点目、財政問題に

ついてお伺いいたします。私たちの地方財政を取

り巻く状況は、景気低迷の影響による地方税収の

落ち込みや地方分権、三位一体改革などの影響、

そして市民の健康と生命を守るむつ総合病院や子

供たちが安心して学べる学校などの施設整備、そ

れに伴う維持管理費の増大によって厳しい財政運

営を強いられてきております。故杉山市長は、慢

性的な赤字体質からの脱却、そして住みよいまち

づくりの強い思いから、原子力発電所の敷地外で

は日本初となるリサイクル燃料備蓄センターを誘

致し、本年の８月31日工事着工、平成24年７月操

業開始の予定で進められております。事業開始後

には電源立地地域対策交付金として相当額の交付

金が見込まれるものと思いますが、私は長期的視

点に立てば、この交付金をもって遂行しても決し

て財政が好転するものではないと懸念していると

ころであります。

そこで、次の５点についてお伺いいたします。

まず１点目、むつ総合病院の債務負担について

でありますが、むつ市が平成34年度までにむつ総

合病院にお支払いしなければならない負担金が

33億6,000万円あるが、その経緯と解消計画はど

のようになっているかお伺いいたします。

２点目、川内診療所、大畑診療所及び脇野沢診

療所の不良債務についてでありますが、指定管理

者制度が導入された大畑診療所を除く、ほか２診

療所では、依然赤字経営が続いております。今後

むつ総合病院の債務負担を解消しつつ、この診療

所にかかわる不良債務が年々増大していくのであ

れば、地域住民ならずとも不安このうえもありま

せん。そこで、不良債務の金額と解消計画はどの

ようになっているのかお伺いいたします。

３点目であります。合併特例法に基づく普通交

付税の特例措置についてでありますが、合併時に

おいて合併された市町村が一体的な自治体として
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過不足なく行政運営ができるようにとのことか

ら、合併算定替による特例措置により、合併から

10年の間、年間約18億円ベースで増加されており

ますが、その後の５年間で段階的に減額され、ゼ

ロベースになると認識しているが、この認識で間

違いがないのかお伺いいたします。

４点目であります。電源立地地域対策交付金の

歳入状況と、その使途についてでありますが、六

ヶ所村の原子燃料サイクル施設を初め東通原子力

発電所、大間原子力発電所、そして当市の使用済

燃料中間貯蔵施設にかかわる電源三法交付金の合

併後の歳入状況及びその使途についてお伺いいた

します。

５点目であります。中間貯蔵施設にかかわる電

源立地地域対策交付金についてでありますが、こ

の施設に関しては、むつ市の慢性的な赤字、そし

て住みよいまちづくりの思いから、故杉山市長が

平成12年、東京電力株式会社に対し、立地にかか

わる技術調査をお願いし、その後さまざまな過程

を経て、平成17年度に誘致を決定し、現在に至っ

ているわけでありますが、その施設に対する交付

金及び金額について、その内容をお伺いいたしま

す。

質問の３つ目であります。ことしの猛暑におけ

る農業及び漁業の状況についてでありますが、日

本漢字能力検定協会が2010年の世相を１文字であ

らわすことしの漢字が「暑」に決定したとのこと

でありました。ことしの夏の平均気温は、統計史

、 、上最高を記録 猛暑で熱中症にかかる人が続出し

５万6,184人が救急搬送され、本県の１人を含む

62人のとうとい命が失われております。また、私

たちのむつ市においても、猛暑の影響で農業被害

や漁業被害が報告されているところであります。

そこで、農業、漁業の被害状況についてお伺い

いたします。特に漁業に関しては、ホタテのへい

死により、ホタテ漁業者の生活が甚大な被害を受

けていると伺っております。そのような中、脇野

沢村漁協、川内町漁協、むつ市漁協大湊地区にお

いては相当額のナマコの水揚げで大分助かってい

ると聞き及んでおります。被害が大きい浜奥内地

区では、ホタテしか収入源がなく、非常に厳しい

状況にあることから、その対策として浜奥内地区

のナマコの増殖場を含めた市の漁業経営安定対策

についてお伺いいたします。

市長、きょうは、わらにもすがりたい思いで、

ホタテのへい死で苦しんでおります漁業者の皆様

がお見えであります。どうか誠意あるご答弁をお

願いし、壇上からの質問を終わります。

〇議長（村中徹也） 市長。

（宮下順一郎市長登壇）

〇市長（宮下順一郎） 山本議員のご質問にお答え

いたします。

非常に内容の濃い、そして細部にわたるご質問

でございましたので、答弁もかなり膨大な量にな

ります。若干早口になることを前もってお許しを

いただきたいと、このように思います。

まず、市長の政治姿勢についての１点目、下北

のむつ市から日本のむつ市に、そして世界のむつ

市へとはどのようなまちづくりを目指しているの

かとのご質問についてであります。議員ご承知の

とおり、むつ市長期総合計画においては 「地域、

の個性を活かした特色あるまちづくり」を基本方

針の一つとしております。これにつながる部分と

して、私はこの地域の生業づくりの大きな柱であ

る第１次産業の振興を目的に「むつ市のうまいは

日本一」事業を展開し、地産地消運動とともに、

むつ市が自信を持って提供できる食材等を首都圏

を初め全国に知ってもらうため元気むつ市応援隊

の発足や、ネット販売などの仕組みを取り入れた

まちづくりサイトてっぺん下北を立ち上げるな

ど、地域の生活基盤の支えにつながるような各種

施策に取り組んでまいりました。また、下北・む
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つ市企業連携協議会を立ち上げ、地域の企業力の

底上げとエネルギー関連産業等の育成を目指すと

ともに、市内研究機関等との連携を深めながら、

地域の活性化に努めてまいりました。

私は、本年６月、ＩＡＥＡ国際原子力機関から

の出席要請を受けて、オーストリアのウイーンで

開催された使用済燃料の管理についての国際会議

に出席し、立地問題に係るセッションの中で、当

市に建設が予定されている使用済燃料中間貯蔵施

設に係る経過等についてプレゼンテーションを行

うとともに、その後のディスカッションにも参加

して、スウェーデンやスペイン、スイス等の関係

者と意見交換をしてまいりました。プレゼンテー

ション終了後には、各国のセッション参加者から

大きな拍手をいただき、日本の、青森の、そして

下北のむつ市を大いにアピールできたのではない

かと考えております。

一方、当市には関根浜港を母港とする独立行政

法人海洋研究開発機構の世界最大級の海洋地球研

究船「みらい」が世界じゅうの海域で活躍し、調

査航海においては世界各国の海洋学者らも乗り込

んで共同で研究に取り組んでいるとのことであり

ますし、独立行政法人日本原子力研究開発機構青

森研究開発センターむつ事務所の大湊施設にある

ＡＭＳ加速器質量分析装置は、海洋中の放射性物

質等の移行挙動を解明する研究に貢献しているほ

か、三内丸山遺跡や下北半島の埋没林の年代測定

など、地域の歴史や自然史解明にも役立っている

ところであります。この加速器質量分析装置が世

界で最も高精度な装置であることを国際原子力機

関海洋研究所との共同研究で確認されていること

も含め、世界を意識するに足る要素をむつ市は備

えているのではないかと認識しております。

このようなことから、日本のみならず世界に向

けてもむつ市を大いに発信し、地域活性化につな

げていきたいという思いを込めながら、地域に自

信と誇りを持っていただく意味も含めて、世界の

むつ市へという高い志を掲げたところであります

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、平成19年の市長選挙において、私が掲げ

ました７つの公約の検証についてであります。当

初の大きな課題でありました庁舎移転につきまし

ては、市制施行50周年、合併５周年という節目と

なる昨年９月に無事に終えることができました

し、もう一つの大きな課題である赤字解消計画に

つきましても、順調にその歩みを進め、あと一歩

というところであります。私の任期も残すところ

あと半年余りとなりましたが、選挙公報に掲載し

た順に沿ってなぞってまいりたいと思いますが、

１点目の答弁と重複する部分がありますことをご

了承願いたいと存じます。

まず 「まちづくりの主役は市民」についてで、

。 、 、 、あります 私は おでかけ市長室 市長への手紙

出前講座などの開催により、皆様からの声を直接

聞く機会を設けるとともに、市からの情報につい

てもこれらの場面のほか、市政だよりや市のホー

ムページの充実等により、わかりやすい情報公開

にも努めてまいりました。これまでに、おでかけ

市長室には800人余り、出前講座には2,000人余り

の方々にご参加をいただき、意見、要望等をお伺

いする中で、市政の情報提供にも努力してまいり

ました。

また、市の個別計画策定の際に、市民の声を反

映させる手法としてワークショップ等を取り入

れ、むつ市都市計画マスタープランの策定や、現

在進められている水源池公園周辺環境整備事業に

おいても市民の皆様の声を参考にしながら構想を

取りまとめる予定としております。

一方、去る11月には、第５次行政改革大綱に基

づくむつ市行政改革実施計画が公募委員を交えた

行政改革推進委員会の意見を参考としながらまと

められ、市民協働・参画の理念のもと、まちづく
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りへの市民意見の拡大を目指すこととしておりま

す。

「こどもは地域のたからもの」では、小中一貫

教育を基本としたむつ市教育プランの推進を図る

とともに、教育環境の整備として、来る12月20日

から新校舎での授業を始める第三田名部小学校並

びに来年３月に完成予定の第一川内小学校の建設

事業のほか、学校耐震化工事を行うとともに、理

科教材の整備、武道用具の整備、パーソナルコン

ピューターの更新等を行っております。

また、妊婦健診の充実、むつ市子ども夢育成基

金の創設など、これからのむつ市を担うであろう

子供たちを大事に育て、夢と希望を持って成長し

てもらえるような諸施策にも着手しております。

「安心して暮らせる毎日が基本」については、

雇用の場の確保を主眼に置いておりますが、防災

対策や消防救急体制の充実等も含んでのものであ

ります。

雇用については、地域産業の育成という「むつ

市のうまいは日本一」の公約ともあわせてのお答

えとなりますが、地域の生業づくりの柱の一つで

ある１次産業の振興としての地産地消運動、地域

ブランドとしての付加価値を高めるための各種事

業への支援等はもちろんのこと、首都圏等で消費

拡大、販売促進に向けた事業として元気むつ市応

援隊を立ち上げるとともに、まちづくりサイトて

っぺん下北の運用開始など、ムッシュ・ムチュラ

ン、マダム・ムチュリーとともに、むつ市のうま

いものを日本全国に発信していくことにより、雇

用の場の確保につなげてまいりたいと考えており

ます。

また、エネルギー関連施設が集積するこの地域

独特の産業の育成にも取り組む必要があることか

ら、下北・むつ市企業連携協議会を立ち上げ、エ

ネルギー産業に関連する資格取得等への積極的な

支援も行っております。

今月４日の東北新幹線全線開業により、青森県

内において新しい交通体系の幕あけを迎えました

が、これにより下北地域にも多くの観光客の入り

込み等交流人口の増大が期待されます。むつ下北

のたくさんのよさを知っていただきながら、観光

産業のさらなる底上げにも力を注いでいかなけれ

ばならないものと考えております。

一方、先月完成いたしました大畑消防庁舎は、

北通り地区住民の安心安全を向上させるものであ

りますが、中間貯蔵施設に係るオフサイトセンタ

ーの建設、運転免許即日交付も可能となるむつ警

察署の移転など、むつ下北地域のセーフティーネ

ットの構築に向けた取り組みも進めているところ

であります。

次に 「最少の経費で最大の効果を」では、行、

政運営の効率化などにより、赤字解消計画の着実

な進捗が図られておりますが、大畑、川内、脇野

沢の３診療所の不良債務の解消など、課題も残さ

れております。

福祉医療に主眼を置いた「大切なのは地域のき

ずな」においては、病後児預かり事業の開始や障

害者雇用などに意を用いるとともに、むつ総合病

院の不良債務の解消を成就し、メンタルヘルス科

診療棟の改築に着手するなど、医療体制の充実に

取り組んでおります。

また、町内会活動の拠点となる集会施設に対す

る補助を強化するなど、地域のきずなを強め、心

が通い合う地域社会の形成を推進しております。

最後に 「公共事業は地域の“いしずえ 」で、 ”

は、地域の最重要課題の一つとしての位置づけに

ある下北半島縦貫道路の早期完成に係る要望活動

等を今後も強力に推し進めてまいるとともに、大

湊地区のバイパス整備、坂道対策事業の推進、各

地区のライフラインの整備等を初め、農道整備、

漁港整備など、地域産業を支える基盤整備も進め

ております。
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また、昨年度の下北駅前広場整備事業の完成、

市営温泉施設等の改修や公園整備、遊具の整備と

いった観光や環境等に関連したハード整備など、

厳しい財政環境の中、地域にとって必要な公共事

業に取り組んでまいりました。

以上、私の選挙公約に対する検証について、取

り組んだ施策の主なものを述べましたが、これら

がすぐに成果としてあらわれるものもありましょ

うが、幾つかの施策が重なり合って熟成された後

に初めて成果としてあらわれてくるものもござい

ます。任期として残された半年余りの間で、より

多くの成果を発現できるよう全力を傾けてまいり

たいと考えておりますので、山本議員初め議員各

位皆様方に、また市民の皆様方のご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。

次に、私の政治姿勢についての３点目、おでか

け市長室、市長への手紙、出前講座についてであ

ります。先ほどのご質問にもお答えいたしており

ますが、私は市長就任以来、市政運営の基本姿勢

として「まちづくりの主役は市民」を掲げ、それ

を実践する具体的な取り組みとしておでかけ市長

室、市長への手紙、出前講座などの施策を実施し

てまいりました。これらの施策につきましては、

市政だより、ホームページなど既存の媒体による

広報広聴機能を高めつつ、市政に対する皆様の声

を直接お聞きするとともに、市民の皆様方がどな

たでも市政に参加していただける環境づくりに取

り組んできたものであります。

まず、おでかけ市長室についてでありますが、

市政運営やまちづくりに役立てるため、私が直接

市内各地区に出向き、市民各層からご意見をお伺

いするとともに、市の行政情報についても提供さ

せていただいております。平成19年度から合計

21回開催し、約815名の方々に参加いただいてお

ります。昨年度からは、これまでの各地区ごとの

定例開催に加え、スポーツ、文化、ボランティア

などの各種団体を対象とした各種団体編及び市内

の高校生などを対象とした青春編もあわせて開催

し、各方面、各年代層の方々から広くご意見、ご

要望、そしてご提案を数多くちょうだいしたとこ

ろであります。

道路、側溝整備等に関する要望のほか、医療制

度など、国の法令に対するご提言や県政に関する

ご意見など多種多様ではありますが、国・県、そ

して関係団体等へできる限りその趣旨をお伝えす

るとともに、ご要望に沿えるよう努めてきたとこ

ろでありますし、市としてすぐに対応可能な事案

につきましては、おでかけ市長室終了後にただち

に現地に出向き、状況を確認したうえで担当部局

に指示し、側溝整備や街路灯の設置のほか、病後

児預かり事業など、速やかに対応してまいったと

ころであります。

次に、市長への手紙についてであります。平成

19年度から実施しておりますが、これまでに市政

だよりに折り込みになっている市長への手紙

241通、市のホームページでのメールによる市長

への手紙116通がご意見、ご要望として直接私に

寄せられております。寄せられた主な内容は、市

の財政運営に関することなど、行財政改革に関す

ることが最も多く101件となっており、続いて土

木行政に関することが54件、産業、観光振興に関

することが46件となっており、かわうちまりんび

ーち進入路の整備など、実現に至ったものもあり

ます。中には、市長の手元に本当に届いているの

か、市長がちゃんと目を通しているのかといった

内容の手紙もありますが、すべて私の手元に参っ

ておりますし、すべてに目を通しております。ま

た、ご希望の方には回答をお出ししております。

寄せられた手紙につきましては、市政運営の原動

力として、市民協働のまちづくりの参考にさせて

いただいているところであります。

次に、出前講座についてでありますが、町内会
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や市民団体などの市民の皆様が主催する集会等に

、 、市職員 またはテーマによっては私自らが出向き

ご希望のあったテーマについてわかりやすく説明

するため実施しております。平成20年度から現在

まで合計49件、2,224名の方々にご利用いただい

ております。ご要望が多いテーマといたしまして

、 、 、は ごみの出し方についてが最も多く 合計14回

続いて小中一貫教育についてが５回、災害と住民

避難についてと介護予防事業についてがそれぞれ

４回となっております。今後におきましても、広

報広聴機能をさらに充実させ、市政に関する情報

公開を徹底するとともに、市民の皆様の生の声を

お聞きし、市民に開かれた、そして市民とともに

歩んでいく市政を展開してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解賜りたいと存じます。

次は、ご質問の第２点目、財政問題についてで

あります。まず、むつ総合病院の債務負担につい

てでありますが、昭和56年度ごろから非常に厳し

い財政状況の中、むつ総合病院へ繰り出し基準に

基づく繰出額を全額負担できなかった時期が続い

たことから、平成12年度にそれまでのむつ総合病

院に支払うべきであった負担金を明確にするた

め、約34億4,000万円の債務負担行為を設定し、

平成34年度までに支払うこととして平成11年度か

ら平成16年度までは約7,800万円を支出しており

ます。平成17年度以降は、４市町村の合併による

新たな赤字解消に向けた財源対策及びむつ総合病

院第５次病院事業経営健全化計画による不良債務

の解消を最優先に取り組んでまいりましたことか

ら、債務負担に係る支出は行っていないため、平

成21年度末の残額は33億6,000万円となっており

ます。

むつ総合病院が抱えていた約55億円の不良債務

は、経営健全化計画どおり平成20年度で解消とな

り、一般会計における累積赤字も議会にお示しし

ております赤字解消計画どおりにほぼ解消できる

見通しでありますが、喫緊の課題として川内、大

畑及び脇野沢の３診療所に係る不良債務の解消を

図らなければならないことから、まずはこの不良

債務の解消を優先し、しかる後に債務負担に係る

支払いを平成34年度までに完了したいと考えてい

るところであります。

次に、川内、大畑、脇野沢の３診療所に係る不

良債務の金額及び解消計画についてであります

が、平成21年度末における下北医療センター全体

の不良債務は52億2,606万円で、このうち３診療

所の不良債務額は約45億565万7,000円となってお

。 、ります この不良債務の解消計画につきましては

下北医療センターが策定した下北医療センター改

革プランでは平成25年度までに下北医療センター

全体で不良債務の解消を図っていくこととなって

おりまして、当市においても一般会計の収支の状

況を勘案しながら、改革プランに沿った形で通常

の病院事業に対する負担に加え、３施設に係る不

良債務解消のための負担をしていかなければなら

ないと考えております。

次に、合併特例法に基づく普通交付税の特例措

置についてでありますが、この特例措置は市町村

合併が不利益とならないよう、合併前の旧市町村

ごとに算定した場合の合算額を下回らないように

配慮されたもので、合併後10年間は旧市町村ごと

に算定した金額で交付され、その後の５年間で段

階的に減少し、合併16年目以降は新市として算定

した金額が交付されることになります。当市の場

合、旧市町村ごとに算定し、合算した額と新市で

算定した額との差が臨時財政対策債を含めて約

17億6,000万円となっており、平成27年度から平

成31年度で段階的に減額され、平成32年度以降は

平成22年度ベースで比較しますと、今年度の交付

額より約18億円弱の減額が見込まれております。

次に、電源立地地域対策交付金の歳入の状況と

その使途についてでありますが、使用済燃料中間
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貯蔵施設、東通原子力発電所、大間原子力発電所

及び原子燃料サイクル施設の４施設に係る交付金

は、合併後の平成17年度から平成21年度までで約

107億円が交付されております。この使途につい

てでありますが、山本議員ご承知のとおり、平成

15年度から交付金の使途が拡大され、建設事業の

ほか、施設の維持運営費にも交付金を充当できる

ようになったことから、釜臥山スキー場整備など

のハード事業から財源対策として消防活動や小・

中学校の学校給食等の人件費を含めた事業の運営

費にシフトしてきた経緯がありますことをご理解

いただきたいと存じます。

次に、中間貯蔵施設に係る電源立地地域対策交

付金の今後の見通しについてでありますが、本年

８月に中間貯蔵施設が工事着工されたことにより

原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分につい

ては交付金の増額が見込まれるところでありま

す。この交付金の算出に当たっては、東通原子力

発電所等の他の施設を含めた単価で積算され、今

年度は約22億円の交付見込みとなっており、平成

25年度までは今年度とほぼ同額の交付金が見込ま

れるところであります。平成26年度以降について

は、制度上段階的な単価の引き下げがありますこ

とから、交付金は減少していくこととなっており

ます。また、施設の操業開始の翌年度から操業を

停止するまでの間は、新たに原子力発電施設等立

地地域長期発展対策交付金相当部分が交付される

こととなっており、中間貯蔵施設の場合は毎年１

、 、億円と 貯蔵量に応じて算出した金額が加算され

その後において操業開始から15年経過すると

5,000万円、30年経過するとさらに5,000万円が毎

年の１億円部分に加算され交付されることとなっ

ております。

電源立地地域対策交付金は、当市にとって貴重

な財源でありますことから、交付金制度の動向に

は十分留意し、今後とも有効な活用を図ってまい

りたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと

存じます。

今後におきましても、下北医療センターの不良

債務の解消や脇野沢地区廃棄物撤去経費など、財

政の課題は山積しておりますが、引き続き財政健

全化に向けて努力してまいりますので、市民の皆

様のご支援ご協力、また議員各位のご支援ご協力

をお願いしたいと思います。

次に、今夏の猛暑における農業及び漁業の状況

についてのご質問にお答えいたします。ことしの

夏は、梅雨が短いのと同時に暑い日が続き、猛暑

が日本を襲い、記録ずくめの夏という印象が残っ

ています。

１点目の農業被害についてでありますが、水稲

は東北農政局の12月８日発表によりますと、県内

の水稲作柄状況は、春に低温があり、初期生育に

おくれがあったものの、７月、８月の高温多照で

生育は回復し、当南部・下北地域は105とされま

したが、カメムシ発生による着色米混入、秋の長

雨による刈りおくれなどから品質が低下し、下北

管内の１等米比率は8.5％と著しく低下している

状況にあります。

また、主要品目でありますハウス栽培の夏秋イ

、 、チゴは 出荷数量に大きな落ち込みのないものの

果実の小玉化による品質低下が見られ、さらに下

北の冷涼な気候を利用した高原野菜の栽培地であ

る野平地区の大根やレタス等については高温によ

る病虫害発生により減収となっている状況にあり

ます。市といたしましては、今後は高温時におけ

る栽培管理方法など、環境変化に対応した栽培を

関係機関と連携し進めてまいりたいと存じます。

次に、漁業被害についてでありますが、今夏の

異常高水温により陸奥湾のホタテガイが大量へい

死し、市内のむつ市漁協、川内町漁協、脇野沢村

漁協、田名部漁協でも大きな被害を受け、厳しい

漁業経営を強いられている現状にあります。この



- 251 -

ような状況にあって、山本議員ご指摘のとおり、

川内町漁協等ではナマコの漁獲によりホタテガイ

の減収分を補い、経営の安定を図っていると伺っ

ておりますが、浜奥内地区は漁業収入の大半をホ

タテガイで占める漁業形態であることから、今回

の被害により最も大きな打撃を受け、厳しい現状

にあると推察しているところであります。私も

10月12日に浜奥内地区の養殖施設を視察しました

が、被害の深刻さを改めて確認したところであり

ます。

市では、浜奥内地区のホタテガイのへい死対策

として、漁業共済金の早期支払い要請や災害資金

に対する利子補給並びに被災した漁業関係者に対

する雇用対策として、地まき漁場の有害生物除去

事業や、漁港や海岸の清掃事業の実施を検討して

いるところであります。

漁業経営の安定を図るためのナマコ資源増大に

係る市の取り組みについてでありますが、平成

20年度から３カ年の計画でむつ市漁協が浜奥内地

区でナマコをふやすことを目的に実施しているホ

タテ貝殻を活用したナマコ増殖場造成事業に対し

支援を行っており、漁協からは貝殻活用の増殖場

に稚ナマコがふえてきたとの報告を受けていま

す。また、浜奥内地区の漁業者からは、ナマコ資

源をより確実にふやす方法として投石事業の実施

を強く望む声があり、このことに関しましては、

山本議員が平成８年のむつ市議会で取り上げてお

り、その後県が事業主体となって角違地先に投石

によるナマコの増殖場が整備され、この事業の効

果については角違地先のナマコ資源の維持増大に

つながっていると漁協から報告を受けているとこ

ろであります。

市では、浜奥内地区の漁業経営の安定を図るた

め、漁協と連携し、浜奥内地先での投石によるナ

マコの増殖場造成事業の実施に向けて前向きに取

り組む考えでありますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（村中徹也） 13番。

（ ） 、〇13番 山本留義 大変丁寧な説明でありまして

、 。再質問の時間がありませんので 端的に行います

再質問については、順不同で行います。

まずもってことしの夏の猛暑における農業被

害、漁業被害に遭われた皆様に心からお見舞いを

申し上げます。今市長、浜奥内の沖合に投石をし

てナマコの増殖をやると、前向きに考えるという

ことでありますが、先ほど市長も言いましたが、

陸奥湾の沿岸で管内の４漁協のホタテの売り上げ

が９億円あります。その約４割の４億円が浜奥内

の漁港から上がっているものであります。養殖ホ

タテは３億4,000万円、地まきが6,000万円であり

ます。その地域の稚貝が、ことしの稚貝が３割、

半成貝が１割か２割、市長、見ていましたよ。皆

無です。その辺のことを考えれば、前向きな、そ

してその地区にそれなりの施策を考えなければな

らないと思いますが、今ナマコ増殖を考えると言

いましたけれども、やるのですか、やらないので

すか。できれば平成23年度から速やかにやってほ

しい。というのは、１年ですぐ成果が上がるもの

ではありません。12人の漁師があしたの生活に困

、 。って きょう市長の答弁を聞きに来ているのです

お願いします。答えてください。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 10月12日に私も現場を拝見

させていただきました。山本議員も地元の議員と

いうことでお願いをして、同席をしていただきま

。 、 、した 非常にその被害 こんなにもひどいものか

貝をあけると、貝の中に身が入っていないという

ふうな状況、それを今現在詳しく精査中でありま

して、市といたしましても、十分その対策を練る

ようにということで相談窓口もつくり、そして私

は、その対策本部員には自らが被害者であるよう

な立場でしっかりと教育部門、そしてまた民生部
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門、保健福祉部門、そういうふうなところまでひ

っくるめて全庁一丸となって取り組むようにとい

うふうな命を今出しております。

そこで、この現在の状況に対してはそういうふ

うな形で対応をとらせていただいております。こ

の状況を見ますと、やはり川内町漁協にしても脇

野沢村漁協にしても、それからむつ市漁協のこの

西通り地区のその部分においては、ナマコの生産

によって、その収入がある程度底支え、下支えに

なっているという、そういうふうなやはり次の商

品と申しますか、次の産物を、生産物を育てると

いうふうな部分、非常にこの大切さがわかったわ

けでございます。その意味からして、壇上でもご

、 、紹介をいたしましたように 山本議員が平成８年

私も当時議員でおりました、そのときにナマコに

対しての養殖事業を始めるべきだというふうなご

提言を受けて、その結果が今の形で下支えになっ

ていると、そういうふうに認識をいたしておりま

す。

来年度、せかされました。しっかりと対応して

いきたいと、このように思います。投石事業を始

めて、そして将来にわたってホタテ漁をなりわい

としている人たちのために投石事業を始めて、ナ

マコを育てる体制を始めていきたいと、このよう

に思います。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（山本留義） ありがとうございました。実

は、こういう事業というのは、今回もむつ市漁協

のほうからそういう提言がなされました。組合半

分、行政が半分という形の中で事業を行うのです

けれども、今むつ市漁協は赤字で、金庫が火の車

です。市長、大畑町漁協、関根浜漁協は中間貯蔵

で協力したということで、負担なしで相当額の事

業をしています。私ども南通りには、むつ下北、

そして隣接する２町村の衛生的な施設が地元の協

力でできたのです。振興策はゼロです、市長。今

、 。 。です 行政が地元に協力するのは いかがですか

もうちょっと前向きな答弁。

〇議長（村中徹也） 市長。

〇市長（宮下順一郎） 投石、浜奥内地区の漁業安

定というふうなこと、この部分については、新年

度投石事業、これまで２カ年実験的な部分でやっ

てきたわけでございます。その部分を本格的にす

るべく平成23年度から徐々にではありますけれど

、 、 。も 実施をしていきたいと このように思います

なるべくむつ市漁協のお話、むつ市漁協とは言い

ません、漁協のほうの負担というふうなことも軽

減できるような手法がないのか、そういうふうな

ところも模索しながら、事業としては経営を支え

るためのナマコを育てる漁場育成、投石事業を開

始いたします。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（山本留義） 力強い、本当にありがとうご

ざいました。

次に、財政問題に入ります。財政問題、次の機

会に詳しく聞きたいと思うのですけれども、中間

貯蔵施設にかかわる交付金についてであります。

私は、平成15年６月定例会で誘致を決める際、議

員として市民の賛否両論がある中で、この施設の

交付金なくして将来の我がむつ市の財政は成り立

たないと、そういう思いから誘致に賛成した一人

であります。そのときの東京電力株式会社の説明

では、3,000トンの施設、2,000トンの施設と合わ

せて5,000トン、貯蔵施設が50年間貯蔵すれば約

1,200億円が交付されると説明を受けているよう

。 。な認識がございます それで間違いありませんか

〇議長（村中徹也） 財務部長。

〇財務部長（下山益雄） 中間貯蔵施設に係ります

当時の交付金が1,200億円余りだと認識している

が、それで間違いがないかというふうなお尋ねで

ございます。平成15年ごろだったでしょうか、当

時の特別委員会に私どものほうで提出した資料で
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は、たしか1,290億円程度であろうと。その後当

初事業者の発表が6,000トン規模ということであ

りましたので、そういう数字でありましたけれど

も、その後3,000トン、2,000トンで5,000トンと

いうことに計画変更がされまして それで約100億、

円程度下がるのではないかというふうなことで、

大体ざっくり1,200億円程度であろうというふう

なことでございます。

その当時の数字がどうかということですけれど

も、現時点においても、これは中間貯蔵施設の単

純モデルの試算であるということが１つ、それか

ら実際の使用済燃料の搬入、搬出で交付金の額も

変わるものですから、私どもとしては今その認識

を変える必要はないだろうという認識でございま

す。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（山本留義） 市長、この原子力施設にかか

わる交付金は、全国1,727市町村のうち、わずか

90前後の市町村しかいただいていない貴重な交付

金であります。どうか早目に病院関係の赤字を解

消して、次世代のまちづくりに使ってほしいなと

思います。

次の質問に入ります。市長の政治姿勢について

であります。今市長の政治姿勢についてお聞きし

ました。宮下市長は、この３年６カ月の間、住み

よいまちづくりに対して、本当に私思考力とか実

行力、行動力、拝見して、この人を本当に市長に

。 、してよかったなと今改めて思っております 私は

市長と15年にわたりおつき合いをさせていただい

ておりますが、むつ市議会議長、宮下順一郎がむ

つ市長選の立候補を決意したとき、私にこう言い

、「 」ました このむつ市を日本一のまちにするのだ

と。私は、その声からすれば、まだまだ道半ばで

あろうと思います。どうですか、市長、三沢の市

長も立候補表明しました。三村申吾知事も立候補

表明しました。あなたが私に言ったあの言葉を信

じれば、来年の６月に予定されている市長選に今

ステージをあけてみませんか。どうですか。

〇議長（村中徹也） 市長。

（ ） 、 、〇市長 宮下順一郎 山本留義議員は 平成19年

当時私が議長、そして私を支えていただいた副議

長として、私の心境を出馬前に吐露したことを今

思い出しております。そのとき、そういうふうな

ことを言った思いもございます。非常に私にとり

まして、ことし最後の12月定例会、そして最後の

一般質問が山本議員で、そのように決断をせよと

いうふうなお話を伺ったことは非常に私の背中を

押す大きな、本当に大きな大きな材料だと、この

ように心から感謝を申し上げる次第でございま

す。

私にとりましては、山本議員お話しのとおり、

道半ばというふうな部分がございます。これらも

もう少し熟慮して、次に向かって例えばやるとす

れば何をやるのかと、やはり政治というものはそ

ういうふうな目標をしっかりと持った中でやって

いかなければいけないというふうな思いがありま

す。その部分、きょう山本議員からさまざまなご

提案、そしてまたご質問をいただいたわけでござ

いますので、しかしながらその部分は非常にこの

宮下の背中を大きく押していただいたというふう

に心から感謝を申し上げたいと。この程度でお許

しをいただきたいと、このように思います。あり

がとうございました。

〇議長（村中徹也） 13番。

〇13番（山本留義） 市長、市長の思いはわかりま

した。早目にその施策を検討して、早目な出馬会

見をしてほしいなと思います。

最後に、来年はうさぎ年であります。ウサギば

ねという言葉があります。文字どおり身をかがめ

て足に力を入れてウサギのように前に飛びはねる

ということなのです。私どもむつ市は、長年にわ

たり莫大な財政赤字に悩まされ、大変つらく厳し
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い時代を耐え抜いてまいりました。その財政赤字

もいよいよ来年にはめでたく解消されようとして

。 、います もちろん我々は財政問題ばかりではなく

まだまだたくさんの難題、課題を抱えております

が、未来に向けて明るい希望の光が見えてきたこ

とは間違いありません。

〇議長（村中徹也） 簡潔にお願いします。

〇13番（山本留義） 来年は、ぜひうさぎ年にあや

かり、我がむつ市にとって大いなる飛躍の年にな

るよう心から念願するものであります。ただ、…

…

〇議長（村中徹也） 時間です。簡潔にお願いしま

す。

〇13番（山本留義） 二兎を追うものは一兎も得ず

ということわざがあります。市長にはネクスト

50に向けた大胆かつ慎重な、そして間違いのない

むつ市のかじ取りをお願いしたいと思います。

本年最後の私の締めくくりの質問といたしま

す。ご清聴ありがとうございました。

〇議長（村中徹也） これで、山本留義議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（村中徹也） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明12月16日は議事整理のた

め休会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村中徹也） ご異議なしと認めます。よっ

て、明12月16日は議事整理のため休会することに

決定いたしました。

なお、12月17日は付託議案審議、議員提出議案

上程、提案理由説明及び審議、むつ市選挙管理委

員及び補充員の選挙を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時３３分 散会
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